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序 文 

目的 

「化学物質の初期リスク評価書」は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構か

ら委託された化学物質総合評価管理プログラムの一環である「化学物質のリスク評価及びリス

ク評価手法の開発」プロジェクトの成果である。このプロジェクトは、「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 (化学物質排出把握管理促進法) の対

象化学物質を中心に有害性情報、排出量等の暴露情報など、リスク評価のための基礎データを

収集・整備するとともに、これらを利用したリスク評価手法を開発し、評価するものである。 

「化学物質の初期リスク評価書」では、環境中の生物及びヒト健康に対する化学物質のリス

クについてスクリーニング評価を行い、その結果、環境中の生物あるいはヒト健康に悪影響を

及ぼすことが示唆されると判断された場合は、その化学物質に対して更に詳細な調査、解析及

び評価等の必要とされる行動の提案を行うことを目的とする。 
 

初期リスク評価の対象 

化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質のうち、生産量、環境への排出量及び有害

性情報などを基に選択した化学物質を初期リスク評価の対象とする。環境中の生物への影響に

ついては、有害性評価手法が国際的に整えられている水生生物を対象とする。ヒト健康への影

響については、我が国の住民を対象とし、職業上の暴露は考慮しない。 
 
公表までの過程 

財団法人 化学物質評価研究機構及び独立行政法人 製品評価技術基盤機構が共同して評価書

案を作成し、有害性評価 (環境中の生物への影響及びヒト健康への影響) については外部の有

識者によるレビューを受け、その後、経済産業省化学物質審議会管理部会・審査部会安全評価

管理小委員会の審議、承認を得ている。また、暴露評価及びリスク評価については独立行政法

人 産業技術総合研究所によるレビューを受けている。本評価書は、これらの過程を経て公表し

ている。 

 
 

なお、本評価書の作成に関する手法及び基準は「化学物質の初期リスク評価指針 Ver. 2.0」及

び「作成マニュアル Ver. 2.0」として、ホームページ (http://www.nite.go.jp/) にて公開されてい

る。 

初期リスク評価書 Ver. 0.4  
(原案) 

初期リスク評価書 Ver. 0.1 
 有害性評価 リスク評価 暴露評価 

暴露評価 リスク評価 有害性評価 

初期リスク評価書 Ver. 1.0 
(公表版) 

経済産業省 委員会

審議・承認

暴露評価 リスク評価 

レビュー レビュー 

有害性評価 
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要    約 

 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、無色の液体であり、水溶解度は 7g/L である。 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の用途として、そのすべてが難燃剤 (難燃性可塑剤) として

使用されており、2002 年度の製造・輸入量は 132 トンであった。2002 年度の PRTR データによ

ると、りん酸トリス(2-クロロエチル) は 1 年間に全国合計で、大気へ 6 トン排出され、公共用

水域及び土壌への排出はないと推定される。環境への主な排出経路は輸送用機械器具製造業か

ら、りん酸トリス(2-クロロエチル) を難燃剤として用いている製品を製造する際に大気へ排出

されると考えられる。また、りん酸トリス(2-クロロエチル) を含む難燃加工製品から直接環境

中へ排出される可能性がある。 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、蒸気圧が小さく、水に溶解し、ヘンリー定数及び土壌吸

着係数は大きくない。したがって、環境水中に排出された場合、水から大気への揮散は小さく、

大部分は水に溶解して水中を移動すると考えられる。また、りん酸トリス(2-クロロエチル) は、

好気的条件及び嫌気的条件で生分解され難いと考えられる。水生生物への生物濃縮性は低いと

推定される。 

 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の濃度として、大気、室内空気、公共用水域及び食物中で測

定されている。1998 年度の大気中濃度及び 2000 年度の室内空気中濃度の測定における検出頻

度は共に高く、最大値はそれぞれ 0.0014μg/m3 及び 0.55μg/m3 であった。室内空気中濃度の 95

パーセンタイルは得られていない。2002 年度の河川の利水目的類型 AA～C 水質基準点におけ

る最大値は 0.1μg/L、95 パーセンタイルは 0.092μg/L、2002 年度の地下水中濃度の最大値は

0.46μg/L、95 パーセンタイルは 0.26μg/L であった。1997 年度の食物中濃度の調査では、りん

酸トリス(2-クロロエチル) は不検出であった。また、PRTR 排出量データと数理モデルを用い

て、りん酸トリス(2-クロロエチル) の大気中濃度の推定を行った結果、全国の年平均の最大値

は 0.11μg/m3 であった。河川への排出がないため、河川水中濃度の推定は行わなかった。 

水生生物に対するリスク評価を行うための推定環境濃度 (EEC) として、河川の利水目的類

型 AA～C 水質基準点における河川水中濃度の測定結果の 95 パーセンタイルである 0.092μg/L

を用いた。 

また、ヒトがりん酸トリス(2-クロロエチル) に暴露する経路としては、呼吸による大気 (室

内空気) からの吸入暴露、飲料水及び食物を摂取することによる経口暴露が主として考えられ

る。りん酸トリス(2-クロロエチル) の室内空気中濃度 (0.55μg/m3: 測定値)、飲料水中濃度と

して地下水中濃度 (0.26μg/L：測定値の 95 パーセンタイル)、及び食物中濃度 (0.0025μg/g: 検

出限界の値の 1/2) より、ヒトの体重 1 kg あたりの 1 日推定摂取量を 0.22μg/kg/日 (吸入経路)、

0.11μg/kg/日 (経口経路) と推定した。 

 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の環境中の水生生物への有害性に関しては、藻類、甲殻類及

び魚類のうち、藻類及び甲殻類については急性毒性及び長期毒性試験結果、魚類については急

性毒性試験結果が得られた。急性毒性試験結果の最小値は、魚類であるメダカの 96 時間 LC50

の 170 mg/L であり、長期毒性試験結果の最小値は、甲殻類であるオオミジンコの繁殖阻害を指
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標とした 21 日間 NOEC の 10.0 mg/L であった。この値と EEC 0.092μg/L を用いて暴露マージ

ン (MOE) を算出した結果、MOE は 110,000 で、この値は毒性試験データに関する不確実係数

積 50 より大きく、現時点ではりん酸トリス(2-クロロエチル) が環境中の水生生物に悪影響を

及ぼすことはないと判断する。 

 

りん酸トリス(2-クロロエチル) のヒトの疫学調査及び事例は報告されていない。 

一方、実験動物に対する反復投与毒性試験では、経口経路において肝臓、腎臓、精巣、脳等

に影響がみられている。吸入経路では、ヒト健康影響のリスク評価に必要な動物試験の報告は

得られなかった。経口経路では、ラットを用いた 16 週間の反復強制経口投与毒性試験結果の肝

臓及び腎臓の絶対及び相対重量の増加を指標とした NOAEL が 22 mg/kg/日 (換算値 16 mg/kg/

日) であった。 

生殖毒性としては、マウスの連続交配試験において、700 mg/kg/日で F0 世代の雄の精子検査

で精子濃度及び運動性の低下、異常精子率の増加が認められ、F0 世代の雄の繁殖能が顕著に低

下している。発生毒性については妊娠 7～15 日のラットに 200 mg/kg/日までの用量で母動物に

影響は認められるものの、胎児及び出生児に異常は認められていない。 

遺伝毒性については、in vitroでは姉妹染色分体交換試験で陽性が報告されているが、弱い陽性

かつ再現性の得られていない報告であり、復帰突然変異試験等その他の複数の試験ではいずれ

も陰性であった。in vivoのマウスでの小核試験においては陰性であったが、チャイニーズハム

スターを用いた小核試験及びラットの優性致死試験では陽性であった。現時点で、これらのデ

ータのみで遺伝毒性の有無は明確に判断できない。 

発がん性に関して、複数の発がん性試験の結果から、雄マウスで腎尿細管腫瘍及び肝細胞腫

瘍、雌マウスではハーダー腺腺腫がみられており、また、雄ラットで腎尿細管腫瘍がみられて

いる。これらの結果から、動物試験において、りん酸トリス(2-クロロエチル) が腎臓及び肝臓

に腫瘍を発生させる発がん性物質であることが示唆されている。なお、IARC では、りん酸ト

リス(2-クロロエチル) はヒト発がん性に関するデータがなく、動物で限られた証拠しか得られ

ないとしてグループ 3 (ヒトに対する発がん性については分類できない) に分類している。 

吸入経路で評価できる試験データが得られなかったため、経口投与試験から得られた無毒性

量 22 mg/kg/日 (換算値 16 mg/kg/日) を用いて、経口経路の摂取量 0.11μg/kg/日、及び吸入と経

口の両経路の合計摂取量 0.33μg/kg/日に対する MOE を算出した。その結果、MOE は 150,000 (経

口経路) 及び 48,000 (全経路) であり、いずれもリスク評価に用いた毒性試験データに関する不

確実係数積 500 より大きく、りん酸トリス(2-クロロエチル) は現時点ではヒト健康に悪影響を

及ぼすことはないと判断する。 

 

以上のことから、現時点の環境中濃度において、りん酸トリス(2-クロロエチル) は環境中の

水生生物及びヒト健康に悪影響を及ぼすことはないと判断する。なお、りん酸トリス(2-クロロ

エチル) の主な暴露経路は吸入経路であり、大気及び室内空気の測定結果でも高い頻度で検出

されている。しかし、吸入経路における毒性試験データが得られず、吸入経路における MOE

の算出ができなかったことから、吸入経路での毒性試験の実施が望まれる。
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1．化学物質の同定情報 

1.1 物質名 : りん酸トリス(2-クロロエチル) 

1.2 化学物質審査規制法官報公示整理番号 : 2-1941 

1.3 化学物質排出把握管理促進法政令号番号 : 1-352 

1.4 CAS登録番号 : 115-96-8 

1.5 構造式  

P O

O

O

O

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

CH2

Cl

Cl

Cl  

 

 

1.6 分子式 : C6H12Cl3O4P 

1.7 分子量 : 285.49 

 

 

2．一般情報 

2.1 別 名 
トリス(2-クロロエチル)ホスファート、トリス(β-クロロエチル)ホスファート、TCEP

       (化学物質評価研究機構, 2002) 

 

2.2 純 度 
98%以上 (一般的な製品)    (化学物質評価研究機構, 2002) 

  

2.3 不純物 
エチレンクロロヒドリン (一般的な製品)  (化学物質評価研究機構, 2002) 

 

2.4 添加剤又は安定剤 
無添加 (一般的な製品)    (化学物質評価研究機構, 2002) 

 

2.5 現在の我が国における法規制 
化学物質排出把握管理促進法：第一種指定化学物質 

化学物質審査規制法：指定化学物質 (第二種監視化学物質) 

消防法：危険物第四類第四石油類 

 

 

3．物理化学的性状 

外 観:無色液体     (U.S. NLM: HSDB, 2002) 

融 点: -35℃     (SRC:PhysProp, 2002) 
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沸 点: 330℃      (SRC:PhysProp, 2002) 

引 火 点: 225℃ (密閉式)、252℃ (開放式)  (EU:IUCLID, 2000) 

発 火 点: 480℃ (試験法: DIN 51794)   (GDCh BUA, 1992) 

爆 発 限 界: データなし 

比   重: 1.4256 (20℃/4℃)    (GDCh BUA, 1992) 

蒸 気 密 度: 9.84 (空気＝1) 

蒸 気 圧: 8.2 Pa (25℃)    (U.S. NLM: HSDB, 2002) 

分 配 係 数:ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数 log Kow＝1.44 (測定値)、1.63 (推定値)  (SRC:KowWin, 2002) 

解 離 定 数:解離基なし 

スペクトル: m/z 63 (基準ピーク＝1.0)、249 (0.52)、205 (0.32)、143 (0.25) (NIST, 1998) 

吸 脱 着 性:土壌吸着係数 Koc＝300 (推定値)  (SRC:PcKocWin, 2002) 

溶 解 性:水：7,000 mg/L    (SRC:PhysProp, 2002) 

アルコール、エーテル、ベンゼンなどの有機溶媒：可溶 

脂肪族炭化水素：不溶   (化学物質評価研究機構, 2002) 

ﾍ ﾝ ﾘ ｰ定 数: 0.333 Pa･m3/mol (3.29×10-6 atm･m3/mol) (25℃、推定値)  (SRC:PhysProp, 2002) 

換 算 係 数:(気相、20℃) 1 ppm＝11.9 mg/m3、1 mg/m3＝0.084 ppm 

 

 
4．発生源情報 

4.1 製造・輸入量等 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の 2001 年度及び 2002 年度の製造・輸入量はそれぞれ 165 ト

ン及び 132 トンと報告されている (経済産業省, 2003a,b)。ただし、ここでの製造量は出荷量を

意味し、自家消費分を含んでいない。 

 

4.2 用途情報 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の用途として、そのすべてが難燃剤 (難燃性可塑剤) として

使用されており、ゴム、インキ、塗料の難燃性可塑剤、繊維仕上げ材用、保護コーティング剤

用及びプラスチック用難燃剤にそれぞれ用いられている (製品評価技術基盤機構, 2004)。 
 

4.3 排出源情報 

4.3.1 化学物質排出把握管理促進法に基づく排出源 

化学物質排出把握管理促進法に基づく「平成 14 年度届出排出量及び移動量並びに届出外排出

量の集計結果」(経済産業省, 環境省, 2004a) (以下、「2002 年度 PRTR データ」という。) によ

ると、りん酸トリス(2-クロロエチル) は 1 年間に全国合計で届出事業者から大気へ 6 トン排出

され、廃棄物として 2 トン移動している。公共用水域、土壌への排出及び下水道への移動はな

い。また、届出外排出量として対象業種の届出外事業者、非対象業種、家庭及び移動体からの

排出量は推計されていない。 

 

a. 届出対象業種からの排出量と移動量 
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 2002 年度PRTRデータに基づき、りん酸トリス(2-クロロエチル) の届出対象業種別の排出量

と移動量を 表 4-1 に示した (経済産業省, 環境省, 2004a,b)。 

 届出対象業種からのりん酸トリス(2-クロロエチル) の排出量はすべて輸送用機械器具製造

業からの大気への排出である。 

 

表4-1 りん酸トリス(2-クロロエチル) の届出対象業種別の排出量及び移動量 

(2002年度実績)(トン/年) 

届出 届出外 
届出と届出外の 

排出量合計 
排出量 移動量 業種名 

大気 
公共用

水域 
土壌 廃棄物 下水道 

排出量

(推計) 
排出計 

割合 
(%) 

輸送用機械器具 
製造業 

6 0 0 0 0 － 6 100 

ゴム製品製造業 0 0 0 2 0 － 0   0 

その他 1) 0 0 0 ＜0.5 0 － 0   0 

合計 6 0 0 2 0 － 6 100 

(経済産業省, 環境省, 2004a,b) 
1)「その他」には、上記以外の届出対象業種の合計排出量を示した。 
0.5 トン未満の排出量及び移動量はすべて「＜0.5」と表記した。 
－: 推計されていない。 

 

 

2002 年度 PRTR データにおける対象業種の届出外事業者からの排出量は推計対象となってい

ない (経済産業省, 環境省, 2004b)。 

 

b. 非対象業種、家庭及び移動体からの排出量 

2002 年度 PRTR データでは、りん酸トリス(2-クロロエチル) の非対象業種、家庭、移動体か

らの排出量は推計対象となっていない (経済産業省, 環境省, 2004b)。 
 

4.3.2 その他の排出源 

りん酸トリス(2-クロロエチル) 等の有機りん系難燃剤の室内空気及び外気中の濃度を測定

した結果、室内において難燃加工製品から有機りん系難燃剤が発生したため、室内空気中の濃

度が高かったと考えられるとの報告がある (斎藤ら, 2002)。 

また、りん酸トリス(2-クロロエチル) は難燃剤としての用途があるが、2002 年度 PRTR デー

タでは、環境への排出率が不明という理由により推計対象とはなっていない (経済産業省, 環

境省, 2004b)。 

 

4.4 環境媒体別排出量の推定 

各排出源におけるりん酸トリス(2-クロロエチル) の環境媒体別排出量を 表 4-2 に整理した 

(経済産業省, 環境省, 2004a)。 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、1年間に全国で届出対象業種から大気へ 6トン排出され、
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公共用水域及び土壌への排出はない。ただし、廃棄物としての移動量及び下水道への移動量に

ついては、各処理施設における処理後の環境への排出を考慮していない。 

 

表 4-2 りん酸トリス(2-クロロエチル) の環境媒体別排出量 (2002年度実績)(トン/年) 
排出区分 大気 公共用水域 土壌 

対象業種届出 6 0 0 
合計 6 0 0 

(経済産業省, 環境省, 2004a) 
 

 

4.5 排出シナリオ 

2002 年度のりん酸トリス(2-クロロエチル) の国内での製造・輸入量は 132 トンであり、その

製造段階での排出については 0 と報告されている (日本化学工業協会, 2003) ため、りん酸トリ

ス(2-クロロエチル)の製造段階での排出はないものと推定できる  (製品評価技術基盤機構 , 

2005)。 

使用段階での排出については、りん酸トリス(2-クロロエチル) は難燃剤として使用されてい

るという用途情報及び 2002 年度 PRTR データ等から判断すると、その主な排出経路は輸送用機

械器具製造業から、りん酸トリス(2-クロロエチル) を難燃剤として用いている製品を製造する

際に大気へ排出されると考えられる。また、りん酸トリス(2-クロロエチル) を難燃剤として用

いている難燃加工製品から環境中へ排出される可能性がある。 

 

 

5．環境中運命 

5.1 大気中での安定性 

a. OH ラジカルとの反応性 

対流圏大気中では、りん酸トリス(2-クロロエチル) と OH ラジカルとの反応速度定数は 2.20

×10-11cm3/分子/秒 (25℃、推定値) である (SRC:AopWin, 2002)。OH ラジカル濃度を 5×105～1

×106 分子/cm3 とした時の半減期は 9～20 時間と計算される。 

 

b. オゾンとの反応性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) とオゾンとの反応性については、調査した範囲内では報告さ

れていない。 

 

c. 硝酸ラジカルとの反応性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) と硝酸ラジカルとの反応性については、調査した範囲内では

報告されていない。 

 

5.2 水中での安定性 

5.2.1 非生物的分解性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の加水分解半減期は pH 7 では 11 年で、pH 1 では約 100 日と
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推定されており (Brown et al., 1975)、水中で緩やかに分解する (IPCS, 1998)。加水分解生成物は

りん酸とエチレンクロロヒドリンが考えられる。 

 

5.2.2 生分解性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、化学物質審査規制法に基づく好気的生分解性試験では、

被験物質濃度 100 mg/L、活性汚泥濃度 30 mg/L、試験期間 4 週間の条件において、生物化学的

酸素消費量 (BOD) 測定での分解率は 4%であり、難分解性と判定されている。なお、全有機炭

素 (TOC) 測定での分解率は 1%で、高速液体クロマトグラフ (HPLC) 測定での分解率は 1%で

あった (通商産業省, 1983)。 

また、活性汚泥を用いた 27 日間の試験 (OECD テストガイドライン 302B、本質的生分解性試

験) では分解度が 10%より低いとの報告もある (GDCh BUA, 1992)。 

一方、消化汚泥 1.8 g (乾量換算) /L を用いた嫌気的生分解性試験では、りん酸トリス(2-クロ

ロエチル) 323 mg/L 相当の場合には 58 日間で分解が認められなかった (GDCh BUA, 2001)。 

以上から、りん酸トリス(2-クロロエチル) は、好気的条件及び嫌気的条件で生分解され難い

と考えられる。 

 

5.2.3 下水処理による除去 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の下水処理による除去については、調査した範囲内では報告

されていない。 

 

5.3 環境中分布推定 

りん酸トリス(2-クロロエチル) が、大気、水域又は土壌のいずれかに定常的に排出されて定

常状態に到達した状態、すなわち、大気、水域、土壌及び底質間の移動、系外への移動・分解

などによる減少が釣り合った後に残存しているりん酸トリス(2-クロロエチル) の環境中での

分布をフガシティモデル・レベルIII (Mackay et al., 1992) により推定した (表 5-1)。なお、環境

への排出は、大気、水域及び土壌の各々に個別に排出される 3 つのシナリオを設定した (化学

物質評価研究機構, 2001)。 

りん酸トリス(2-クロロエチル) が大気に排出された場合は土壌に約 7 割、水域に約 3 割分布

し、水域に排出された場合はほとんど水域に分布し、また、土壌に排出された場合は土壌に約

8 割、水域に約 2 割分布するものと推定される。 

 

表 5-1 りん酸トリス(2-クロロエチル) のフガシティモデル・レベルIIIによる環境中分布推定

結果 
分布 (%) 

シナリオ 
大気 水域 土壌 底質 

シナリオ 1 
(大気中に 100%排出) 

0.2 27.2 72.4 0.2 

シナリオ 2 
(公共用水域中に 100%排出) 

0.0 99.4 0.1 0.6 

シナリオ 3 
(土壌中に 100%排出) 

0.0 22.9 77.0 0.1 
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(化学物質評価研究機構, 2001) 

 

 

5.4 環境水中での動態 

ヘンリー定数を基にした水中から大気中へのりん酸トリス(2-クロロエチル) の揮散につい

ては、水深 1 m、流速 1 m/秒、風速 3 m/秒のモデル河川での半減期は 19 日で、また、水深 1 m、

流速 0.05 m/秒、風速 0.5 m/秒のモデル湖水での半減期は 143日と見積もられている (Lyman et al., 

1990)。 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、蒸気圧が小さく (8.2 Pa、25℃)、水に溶解 (7ｇ/L) し、

ヘンリー定数 (0.333 Pa･m3/mol、25℃) 及び土壌吸着係数 (Koc＝300) は大きくはない (3 章参

照)。 

以上及び 5.2 より、環境水中にりん酸トリス(2-クロロエチル) が排出された場合は、大気へ

の揮散及び加水分解は小さく、生分解を受けず、水中の懸濁物質及び底質への吸着も弱いので、

大部分は水に溶解して水中を移動すると考えられる。 

 

5.5 生物濃縮性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、化学物質審査規制法によるコイを用いた 6 週間の濃縮性

試験において、水中濃度が 1.0 mg/L 及び 0.1 mg/L における生物濃縮係数 (BCF) は、それぞれ

0.6～0.8 及び 1.2 未満～5.1 であり高濃縮性ではないと判定されている (通商産業省, 1983)。 

 

 

6．暴露評価 

この章では、大気、公共用水域、飲料水、食物中濃度の測定データの収集、整理と、PRTR

排出量データから大気、河川水中濃度の推定を行い、水生生物のリスク評価を行うための推定

環境濃度 (EEC) と、ヒト健康のリスク評価を行うための吸入経路及び経口経路の推定摂取量

を決定する。 

 

6.1 環境中濃度 

6.1.1 環境中濃度の測定結果 

ここでは、環境中濃度に関する既存の測定報告についての調査を行い、その結果の概要を示

すとともに、暴露評価に用いる濃度の採用候補を選定する。 

 

a. 大気中の濃度 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の大気中濃度として、次のような報告が得られた。 

 環境庁による 1993 年度及び 1998 年度の化学物質環境調査結果を 表 6-1 に示す (環境庁, 

1994,1999)。この調査は一般環境中における残留状況を把握するために行われている。1998 年

度における測定値の 95 パーセンタイルは 0.00096μg/ｍ3 であった。 
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表 6-1 りん酸トリス(2-クロロエチル) の大気中の濃度 

測定年度 検出地点数 
/調査地点数 

検出数

/検体数

検出範囲

(μg/m3) 
95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 1)

(μg/m3) 
検出限界 
(μg/ m3) 

1993 9/16 25/48 nd-0.00776 0.0069 0.00016-0.008 
1998 12/17 28/50 nd-0.0014 0.00096 0.00003-0.0008 

(環境庁, 1994,1999) 
1) 不検出検体は検出限界の値の 1/2 として 95 パーセンタイルを算出。 

 

 

 東京都立衛生研究所による 2000 年度の室内空気中化学物質の実態調査の結果を表 6-2 に

示す (斎藤ら, 2002)。この調査では、2000 年 7月～2001 年 3月の夏期 (7～9月) 及び冬期 (12

～3月) に、東京都内の住宅43軒及びオフィスビル 27 棟において、1 軒あたり室内 2 か所で

空気の採取を行い、また、調査対象建築物の約半数 (34 か所) において外気の採取を実施して

いる。住宅及びオフィス共に時期を問わず、ほとんどの対象建築物から検出されており、最大

値は夏期のオフィスにおける 0.55μg/m3 であった。95パーセンタイルは得られていない。 

 

表 6-2 りん酸トリス(2-クロロエチル) の室内及び外気中の濃度 
中央値 1) 
(μg/m3) 調査年度 採取場所 採取時期 検出地点数

/調査地点数
検体数

検出範囲 
(μg/m3) 

時期別 両時期 
夏 22/22 44 0.0016-0.372 0.0094 

住宅 
冬 17/21 42 nd-0.119 0.0024 

0.0048 

夏 13/13 26 0.0014-0.553 0.0097 
オフィス 

冬 14/14 28 nd-0.104 0.0045 
0.0064 

夏 13/17 17 nd-0.003 0.0024 

2000 

屋外 
冬 0/17 17 nd nd 

＜0.0010 

(斎藤ら, 2002) 
検出限界: 0.0010 (μg/m3) 
1) 不検出検体は検出限界の値の 1/2 として中央値を算出。 

 

 

以上の報告より、測定結果からの暴露評価に用いる大気中濃度の候補として、東京都立衛生

研究所による 2000 年度の調査結果における室内空気中濃度の最大値 0.55μg/m3 を採用した。

この値は、オフィスの濃度であること、また夏期のデータであることなどから、試料採取場所

や季節変動など考慮する点もあるが、室内に存在する難燃性加工製品等からのりん酸トリス(2-

クロロエチル) の排出を考慮し、暴露評価に用いる大気中濃度の候補として採用した。 

 

b. 公共用水域中の濃度 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の公共用水域中濃度として、次のような報告が得られた。 

環境庁による 2000 年度及び環境省による 2002 年度の水環境関係要調査項目の測定結果を

表 6-3 に示す (環境省, 2002)。この調査は環境省が水環境中で一定の検出率を超えて検出され

ている物質、水環境を経由して人の健康や生態系に有害な影響を与える可能性がある物質等を

要調査項目に選定し、その水環境中の存在状況を全国的に調べたものである (環境庁, 1998)。

2002 年度の河川のAA～C類型における測定値の 95 パーセンタイルは 0.092μg/Lであった。 
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表 6-3 りん酸トリス(2-クロロエチル) の公共用水域中の濃度 (1) 
調査 
年度 水域類型 1) 検出地点数/

調査地点数
検出数/ 
検体数 

検出範囲 
(μg/L) 

95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 2) 

(μg/L) 
AA-C 13/47 13/47 nd-0.14 0.047 

河川 D, E, 無指定 10/11 10/11 nd-0.34 0.24 
湖沼 3/6 3/6 nd-0.06 0.055 2000 

海域 1/11 1/11 nd-0.02 0.015 
AA-C 6/18 6/18 nd-0.1 0.092 

河川 
D, E, 無指定 5/6 5/6 nd-0.25 0.23 

湖沼 2/5 2/5 nd-0.09 0.078 
2002 

海域 3/10 3/10 nd-0.04 0.036 
(環境省, 2002 ) 
検出限界: 0.02 (μg/L) 
nd : 不検出 
1) 公共用水域については、2002 年度の調査地点 (国立環境研究所, 2004) を参考に類型分け 
した。 
2) 不検出検体は検出限界の値の 1/2 として 95 パーセンタイルを算出。 

 

 

環境庁による 1975、1978 及び 1993 年度の化学物質環境調査結果を 表 6-4 に示す (環境庁, 

1975,1979,1994)。1993 年度の河川のAA～C類型における測定値の 95 パーセンタイルは

0.24μg/Lであった。 

 

表 6-4 りん酸トリス(2-クロロエチル) の公共用水域中の濃度 (2) 
調査 
年度 水域類型 1) 検出地点数/

調査地点数 
検出数/ 
検体数 

検出範囲 
(μg/L) 

95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 2) 
(μg/L) 

検出限界 
(μg/L) 

AA-C 1/6 3/30 nd-0.13 0.11 0.015-0.1 
河川 D, E, 無指定 － － － － － 
湖沼 0/1 0/5 nd 0.05 0.1 

1975 

海域 1/1 5/5 0.22-0.34 0.33 0.0 
AA-C 0/5 0/15 nd 0.5 0.02-1 

河川 
D, E, 無指定 － － － － － 

湖沼 0/3 0/9 nd 0.005 0.01 
1978 

海域 1/28 3/84 nd-0.09 0.5 0.02-1 
AA-C 4/6 10/18 nd-0.25 0.24 0.031-0.089 

河川 
D, E, 無指定 2/2 6/6 0.069-0.75 0.73 0.03-0.031 

湖沼 2/2 5/6 nd-0.093 0.093 0.031 
1993 

海域 9/14 21/42 nd-0.46 0.29 0.0019-0.066
(環境庁, 1975,1979,1994) 
nd: 不検出 
－: データなし 
1) 水域については、2002 年度の調査地点 (国立環境研究所, 2004) を参考に類型分けした。 
2) 不検出検体は検出限界の値の 1/2 として 95 パーセンタイルを算出。 

 

 

以上の報告より、調査年度が新しく測定地点も多いことから、環境省の 2002 年度の測定結果

より算出した 95 パーセンタイルである 0.092μg/L を暴露評価に用いる河川水中濃度の採用候

補とした。 

 

また、りん酸トリス(2-クロロエチル) の底質中濃度の報告があったので参考として 表 6-5 
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に示す (環境庁, 1975,1979,1994; 環境省, 2002)。 

 

表 6-5 りん酸トリス(2-クロロエチル) の底質中の濃度 

調査名 調査年度
検出地点数
/調査地点数

検出数
/検体数

検出範囲
(μg/g-dry)

検出限界 
(μg/g-dry) 

1975 1/4 1/20 nd-0.07 0.025 
1978 0/36 0/107 nd 0.001-0.05 化学物質環境調査 
1993 19/24 48/72 nd-0.085 0.00018-0.007 

水環境関係要調査項目 2002 5/24 5/24 nd-0.87 0.007 
(環境庁, 1975,1979,1994; 環境省, 2002) 
nd: 不検出 

 

 

c. 飲料水中の濃度 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の飲料水中濃度として、次のような報告が得られた。 

浄水中の測定結果が入手できなかったため、ここでは地下水が井戸水として使用されている

かは報告結果からは不明であるが、飲料水としての可能性を無視できないことから飲料水中濃

度として扱った。 

環境省による 2000 年度及び 2002 年度の水環境関係要調査項目の測定結果を 表 6-6 に示す 

(環境省, 2002)。2002 年度のりん酸トリス(2-クロロエチル) の地下水中濃度の 95 パーセンタイ

ルは 0.26μg/Lであった。 

 

表 6-6 りん酸トリス(2-クロロエチル) の地下水中の濃度 

調査 
年度 

検出地点数
/調査地点

数 
検出数/検体

数 
検出範囲 
(μg/L) 

95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 1)

(μg/L) 
検出限界 
(μg/L) 

2000 0/15 0/15 nd 0.01 0.02 
2002 1/10 1/10 nd-0.46 0.26 0.02 

(環境省, 2002 ) 
nd : 不検出 
1) 不検出検体は検出限界の値の 1/2 として 95 パーセンタイルを算出。 

 

 

環境省による 2002 年度の水環境関係要調査項目の測定結果は、調査年度が新しく測定地点数

も多い。したがって、暴露評価に用いるりん酸トリス(2-クロロエチル) の飲料水中濃度として

適切であると判断し、この調査における地下水中濃度の測定結果より算出した 95 パーセンタイ

ルの 0.26μg/L を採用した。 

 

d. 食物中の濃度 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の食物中濃度及び魚体内濃度に関する測定報告結果として、

次のような報告結果が得られた。 

環境庁による 1997 年度の食事からの化学物質暴露量に関する調査があり、1 世帯の任意の連

続 3 日間の朝食、昼食、夕食等を陰膳方式で採取し、全国 9 地域の各 5 世帯の計 45 試料を分析

し、食物中の化学物質の暴露状況を把握することを目的としている。 

この調査におけるりん酸トリス(2-クロロエチル) の食物中濃度の測定結果は、調査した 45
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試料すべてにおいて不検出 (検出限界 0.005μg/g) であった (日本食品分析センター, 1998)。 

 

また、りん酸トリス(2-クロロエチル) の魚体内濃度として、次のような報告結果が得られた。 

環境庁による 1975、1978 及び 1993 年度の化学物質環境調査結果を 表 6-7 に示す (環境庁,  

1975,1979,1994)。1993 年度における魚体内濃度の測定値の 95 パーセンタイルは 0.034μg/g-wet

であり、1970 年代の調査よりも高い値を示している。 

 

表 6-7 りん酸トリス(2-クロロエチル)の魚体内濃度 

調査 
年度 

検出地点数
/調査地点

数 
検出数/検体

数 
検出範囲 

(μg/g-wet) 
95 ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ 1)

(μg/g-wet) 
検出限界 

(μg/g-wet) 
1975 0/4 0/20 nd 0.0125 0.025 
1978 3/31 9/92 nd-0.14 0.025 0.001-0.05 
1993 11/24 25/72 nd-0.29 0.034 0.00019-0.012 

(環境庁, 1975,1979,1994) 
nd : 不検出 
1) 不検出検体は検出限界の値の 1/2 として 95 パーセンタイルを算出。 

 

 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の食物中濃度として、環境庁による 1997 年度の食事からの

化学物質暴露量に関する調査結果を、調査年度が新しく測定件数も多いことから採用した。た

だし、この調査における測定値はすべて不検出であったため、検出限界 (0.005μg/g) の値の 1/2

である 0.0025μg/g を用いた。 

 

6.1.2 環境中濃度の推定 

ここでは、数理モデルを用いて大気及び河川の濃度推定を行う。 

 

a. 大気中濃度の推定 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の 2002 年度 PRTR 排出量データと広域大気拡散モデル

AIST-ADMER ver. 1.01 (産業技術総合研究所, 2003; 東野ら, 2003) を用いて、全国11地域 (北海

道、東北、北陸、関東、中部、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) の大気中濃度を推定し

た。 

 

大気への排出量分布の推定 

届出データについては、事業所所在地を排出地点とし、メッシュデータによる排出量分布の

推定を行った (製品評価技術基盤機構, 2005)。 

 

計算条件 

数理モデル  : AIST-ADMER1.01 

計算対象地域 : 全国 (11地域) 5 km×5 kmメッシュ 

年間排出量  : 6トン (4.4 参照) 

計算対象期間 : 1 年 
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気象データ  : アメダス気象年報 2002 年 (気象業務支援センター, 2004) 

パラメータ  : 雨による洗浄比 1)   7.4×103 

大気中での分解係数 2)  1.1×10-5 (1/s) 

大気からの沈着係数  0 (m/s) 

バックグラウンド濃度  0 (μg/m3) 

 

推定結果 

各地域での推定値を表 6-8 に示す (製品評価技術基盤機構, 2005)。全国の年平均の最大値は、

中国地域における0.11μg/m3であった。 

 

 

表 6-8 りん酸トリス(2-クロロエチル)の年平均大気中濃度推定結果 

計算対象地域 最小 
(μg/m3) 

最大 
(μg/m3) 

中央値 
(μg/m3) 

北海道 0.0 0.0 0.0 
東北 0.0 0.0 0.0 
北陸 0.0 0.0 0.0 
関東 0.0 0.0 0.0 
中部 0.0 0.0 0.0 
東海 0.0 0.0 0.0 
近畿 0.0 0.0 0.0 
中国 0.0 0.11 1.7×10-6 
四国 0.0 9.0×10-3 1.4×10-6 
九州 0.0 0.0 0.0 
沖縄 0.0 0.0 0.0 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

b. 河川水中濃度の推定 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は 2002 年度 PRTR 排出量データによると、河川への排出が

ないため、数理モデルによる河川水中濃度の推定は行わない (4. 参照)。なお、本評価書では大

気、土壌から河川への移動は考慮しない。 

 

6.2 水生生物生息環境における推定環境濃度 

水生生物が生息する EEC を公共用水域中の測定結果と河川水中濃度の推定結果から決定す

る。ここでは 2002 年度 PRTR 排出量データでの河川への排出がないため、数理モデルによる推

定を行わなかったこと、また、測定結果の調査年度が新しく測定地点数も多いことから、測定

結果を採用し EEC を 0.092μg/L とした (6.1.1 b、6.1.2 b 参照)。 

 

                                                        
1) (雨による洗浄比)＝気体定数: 8.314 (Pa･m3/mol/K)×温度:298 (K)÷ヘンリー定数: 0.333 (Pa･m3 /mol) 

         ＝7.4×103  (3. 参照) 
2) (大気中での分解係数)＝OH ラジカルとの反応速度: 2.2×10-11 (cm3/分子/s)×OH ラジカル濃度: 5×105 (分子/cm3) 
           ＝1.1×10-5 (1/s) (5.1 参照) 
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6.3 ヒトへの暴露シナリオ 

6.3.1 環境経由の暴露 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の環境経由のヒトへの暴露経路は、呼吸からの吸入暴露と飲

料水及び食物からの経口暴露が主として考えられる。 

 

6.3.2 消費者製品経由の暴露 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は難燃剤としての用途があり、難燃加工製品から環境への排

出の可能性が考えられる。これらの製品からりん酸トリス(2-クロロエチル) が発生したために

室内空気中の濃度が高いという報告 (斎藤ら, 2002) があることなどから、難燃加工製品による

暴露は室内空気からの暴露に含まれると判断する。 

 

6.4 ヒトの推定摂取量 

本評価書において各経路からの摂取量を推定する際、成人の空気吸入量を 20 m3/人/日、飲料

水摂水量を 2 L/人/日、食物の摂食量を 2,000 g/人/日とした。 

推定摂取量の算出は、以下の仮定に従って求めた。 

大気からの摂取量推定に採用する大気中濃度は、測定結果と推定結果から決定する。ここで

は、測定結果の調査年度が新しく測定地点数も多いこと、また、数理モデルによる推定値より

も測定結果が高いことから、測定結果を優先し、大気中濃度を 0.55μg/m3 とした (6.1.1 a、6.1.2 

a 参照)。 

飲料水からの摂取量推定に用いる飲料水中濃度は、測定結果の採用候補が得られていないた

め地下水中濃度の推定結果における 95 パーセンタイルである 0.26μg/L を採用した (6.1.1 c 参

照)。 

食物からの摂取量推定に用いる食物中濃度は、測定結果から、0.0025μg/g を採用した。この

値は、検出限界の 1/2 の値である (6.1.1d 参照)。 

これらの仮定のもとに推定したヒトでの摂取量は、以下のとおりである。 

 

大気 (室内空気) からの摂取量: 0.55 (μg/m3)×20 (m3/人/日)＝11 (μg/人/日) 

飲料水 (地下水) からの摂取量: 0.26 (μg /L)×2 (L/人/日)＝0.52 (μg/人/日) 

食物からの摂取量: 0.0025 (μg/g)×2,000 (g/人/日)＝5.0 (μg/人/日) 

 

成人の体重を平均 50 kg と仮定して、体重 1 kg あたりの摂取量を求めると次のようになる。 

吸入摂取量: 11 (μg/人/日) / 50 (kg/人)＝0.22 (μg/kg/日) 

経口摂取量: (0.52＋5.0) (μg/人/日) / 50 (kg/人)＝0.11 (μg/kg/日) 

合計摂取量: 0.22 (μg/kg/日)＋0.11 (μg/kg/日)＝0.33 (μg/kg/日) 

 

＜摂取量推定に採用した濃度に関する補足＞ 

 大気 (室内空気) からの摂取量の算出には、東京都立衛生研究所による 2000 年度の調査結果

のオフィスにおける室内空気中濃度の最大値である 0.55μg/m3 を採用した。この値は、住宅で

はなくオフィスの濃度であること、また 1 年間の平均値ではなく夏期における最大値であるこ
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となどから、試料採取場所や季節変動などを考慮する必要がある。そのため、吸入経路におけ

る摂取量が高めに見積もられている可能性はあるが、室内に存在する難燃性加工製品等からの

りん酸トリス(2-クロロエチル) の排出を考慮して、暴露評価に用いる大気中濃度の候補として

採用した。 

 

 

7．環境中の生物への影響 

7.1 水生生物に対する影響 

7.1.1 微生物に対する毒性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の微生物への毒性試験結果を 表 7-1に示す。好気性細菌のシ

ュードモナスを用いた試験では 5,000 mg/Lで影響がみられず (Bayer, 1986)、活性汚泥の生分解

性試験では 500 mg/L超で阻害が認められたことが報告されている (Hoechst, 1978)。また、原生

動物のテトラヒメナに対する生長阻害を指標とした試験でEC50 が 91 mg/Lであったことが報告

されている (Yoshioka, 1985)。 

また、発酵チューブ法による嫌気性活性汚泥を用いた試験では 1,000 mg/L でガス産生抑制は

みられなかった (Hoechst, 1985)。 

 

表 7-1 りん酸トリス(2-クロロエチル) の微生物に対する毒性試験結果 

生物種 試験条件 温度 
(℃) エンドポイント 濃度 

(mg/L) 文献 

好気性 
原生動物 
Tetrahymena 
pyriformis 
(繊毛虫類ﾃﾄﾗﾋﾒﾅ) 

無菌条件 30℃ 24 時間 EC50 生長阻害 
生長速度 

91 Yoshioka, 1985
 

好気性細菌 
Pseudomonas putida 
(ｼｭｰﾄﾞﾓﾅｽ) 

ND 
 

ND EC0 ND >5,000 Bayer, 1986 

活性汚泥 
(200 mg 乾燥/L) 

密閉系, 
TCEP1) を含

む合成廃液 

ND ND 分解抑制 
分解速度 

>500 Hoechst,1978 

嫌気性 
家庭排水処理工場

嫌気性汚泥 
発酵ﾁｭｰﾌﾞ法 ND EC0 

 
ガス産生抑制 >1,000 

 
Hoechst, 1985 

ND:データなし 
1) りん酸トリス(2-クロロエチル) 

 

 

7.1.2 藻類に対する毒性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の藻類に対する毒性試験結果を 表 7-2に示す。 

淡水緑藻のセレナストラム及びセネデスムスを用いた生長阻害試験が報告されている。 

得られた急性毒性データ及び長期毒性データのうち、それぞれ最小の値は、OECD テストガ

イドラインに準じ、GLP で実施されたセレナストラムの生長阻害試験での 72 時間 EC50 の 212.1 

mg/L (バイオマス) 及び 72 時間 NOEC の 72 mg/L (バイオマス) であった (環境庁, 1997e)。 
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表 7-2 りん酸トリス(2-クロロエチル) の藻類に対する毒性試験結果 

生物種 試験法/ 
方式 

温度 
(℃) エンドポイント 濃度 

(mg/L) 文献 

淡水 
Selenastrum 
capricornutum1) 
(緑藻、ｾﾚﾅｽﾄﾗﾑ) 

止水 
OECD 
TG201 
[GLP] 

純度:>98.0% 

22.8-23.0  
72 時間 EC50 

24-48 時間 EC50 
24-72 時間 EC50 
 
72 時間 NOEC 
24-48 時間 NOEC
24-72 時間 NOEC

生長阻害 
ﾊﾞｲｵﾏｽ 
生長速度 
生長速度 
 
ﾊﾞｲｵﾏｽ 
生長速度 
生長速度 

 
212.1 
592.7 
501.4 

 
72 

421 
234 

(a, n) 

環境庁, 1997e

72 時間 EC50  生長阻害 271-278 
(a) 

Scenedesmus 
subspicatus 
(緑藻、ｾﾈﾃﾞｽﾑｽ) 

止水 
OECD TG201 

 

ND 

72 時間 NOEC  生長阻害 
生長速度 

100 
(a) 

Hoechst, 1988 

ND: データなし、(a): 分析実施、(a, n): 被験物質の測定濃度が設定値の±20%以内であったので設定濃度に

より表示 
1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

7.1.3 無脊椎動物に対する毒性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の無脊椎動物に対する毒性試験結果を 表 7-3に示す。 

オオミジンコ、タマミジンコ、ナミウズムシを用いた試験の報告がある。 

得られた急性毒性データのうち最小の値は、OECD テストガイドラインに準じ、GLP で実施

されたオオミジンコに対する遊泳阻害を指標とした 48 時間 EC50の 171 mg/L であった (環境庁, 

1997a)。また、得られた長期毒性データのうち最小の値は OECD テストガイドラインに準じ、

GLP で行われた試験のオオミジンコに対する繁殖を指標とした 21 日間 NOEC の 10.0 mg/L で

あった (環境庁, 1997b)。 
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表 7-3 りん酸トリス(2-クロロエチル) の無脊椎動物に対する毒性試験結果 

生物種 大きさ/ 
成長段階 

試験法/ 
方式 

温度

(℃) 
硬度 

(mg CaCO3 /L) pH エンドポイント
濃度 

(mg/L) 文献 

ND 止水 
OECDTG 
Directive 

84/449/EEC 
[GLP] 

ND ND ND
 

24 時間 EC50 
遊泳阻害 

340 
(a) 

 

Noack, 1989 

48 時間 EC50 

遊泳阻害 
171 

(a, n) 
生後 24
時間以内

の幼体 

止水 
OECD 
TG202 
[GLP] 
純度: 

>98.0% 

19.9
-20.3

ND 7.3-
7.8

48 時間 NOEC
遊泳阻害 

76 
(a, n) 

環境庁, 1997a

21 日間 EC50 

繁殖 
29.6 
(a, n) 

Daphnia 
magna 
(甲殻類、

ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 
 

生後 24
時間以内

の幼体 

半止水 
OECD 
TG202 
[GLP] 
純度: 

>98.0% 

19.9
-20.7

ND 7.3-
7.7

21 日間 NOEC
繁殖 

10.0 
(a, n) 

環境庁,   
1997b 

Moina 
macropoda 
(甲殻類、

ﾀﾏﾐｼﾞﾝｺ) 

5 日齢 純度: 
Analytical 

grade 

20±1 ND 
 

ND 3 時間 LC50 1,000 
(n) 

Yoshioka et  
al., 1986 

7 日間 LC50 158 Dugesia 
japonica 
(渦虫類、 
ﾅﾐｳｽﾞﾑｼ) 

2 cm 純度: 
Analytical 

grade 

20±1 ND 
7 日間 EC50 

頭部再生阻害 
158 
(n) 

Yoshioka et 
al., 1986 

ND: データなし、(a): 分析実施、(a, n): 被験物質の測定濃度が設定値の±20%以内であったので設定濃度に

より表示、(n): 設定濃度 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

7.1.4 魚類に対する毒性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の魚類に対する毒性試験結果を 表 7-4に示す。 

メダカ、キンギョ、ニジマス等に関する急性毒性データがある。得られた LC50 は 90～300 mg/L

の範囲にある。その中で試験条件等の記載がある信頼性の高いデータの最小値は、メダカの 96

時間 LC50 の 170 mg/L (Yoshioka, 1993) である。また、コイ科の一種 (Leuciscus idus) の 48 時間

NOEC が 10mg/L (Hoechst, 1978)、ニジマスの 96 時間 NOEC が 50 mg/L (Akzo Chemicals, 1990) とい

う報告があるが、試験条件の詳細、エンドポイント等が不明である。 

長期毒性の報告は、調査した範囲内では得られていない。 

また、メダカを用いた 14 日間延長毒性試験で 55.6 mg/L 以上で異常遊泳あるいは遊泳不能が

観察されており、その NOEC は 30.9 mg/L であった (環境庁, 1997d)。更に高濃度である 200 mg/L

のりん酸トリス(2-クロロエチル) をメダカに 72 時間暴露した実験では脊椎の変形が 12 例中 3

例に観察されている (Sasaki et al., 1981)。 

ここで、りん酸トリス(2-クロロエチル) は 285.5 mg/L 相当 (0.001 M) の濃度でシビレエイ科

の一種 (Torpedo ocellata) の電気器官の細胞膜におけるアセチルコリンエステラーゼ活性を

26.3%抑制することから (Eldefrawi et al., 1977)、アセチルコリンエステラーゼ阻害を示すことが

明らかになっている。今田 (1979) によれば、このアセチルコリンエステラーゼ阻害作用によ
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り、アセチルコリンが分解されずに筋肉内に蓄積され、筋肉の痙攣性収縮を引き起こし、異常

遊泳、脊椎の変形が生じるとされている。 

 

表 7-4 りん酸トリス(2-クロロエチル) の魚類に対する毒性試験結果 

生物種 大きさ/
成長段階

試験法/ 
方式 

温度

(℃) 
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント

濃度

(mg/L) 
文献 

3 cm 
0.3 g 

止水 20±1 80 ND 48 時間 LC50 251 
(n) 

Yoshioka et  
al., 1986 

ND JIS K 
0102- 

1986-71 

ND ND ND 48 時間 LC50 300 
(n) 

CITI, 1992  

ND 半止水 
OECD 
TG203 

20±1 40 7.2 96 時間 LC50 170 Yoshioka, 
1993  

1.51-2.23 
cm 

0.0476 
-0.1734 g

半止水 
OECD 
TG203 
[GLP] 

23.6
-24.0

21.8 6.8 
-7.0 

96 時間 LC50 >100 
 (a, n) 

環境庁, 1997c

ND 
 

止水 25 ND ND 96 時間 LC50 210 1) 

(a) 
Sasaki et al., 
1981 

14 日間 LC50 >100 2) 

Oryzias 
latipes 
(ﾒﾀﾞｶ) 
 

1.57-2.20 
cm 

0.0394 
-0.1299 g

流水 
OECD 
TG204 
[GLP] 
純度: 

>98.0% 

23.4
-24.0

21.8 6.6 
-6.9 14 日間 NOEC

異常遊泳 
30.9 
(a ,n) 

環境庁, 1997d

48 時間 LC50 ca.200 
48 時間 LC0 ca.100 

Leuciscus idus 
(ｺｲ科の一種) 

ND 止水 ND 
 

ND 
 

ND 

48 時間 NOEC 10 

Hoechst, 1978

96 時間 LC50 249 Oncorhynchus 
mykiss 
(ﾆｼﾞﾏｽ) 

ND 止水 
OECD 
TG 203 
[GLP] 

13.8
-14.8

198 
-204 

7.49 
-8.52 96 時間 NOEC 50 

Akzo 
Chemicals, 
1990 

ND 
 

止水 25 ND ND 96 時間 LC50 90 
(a) 

Sasaki et al.,  
1981 

Carssius 
auratus 
(ｷﾝｷﾞｮ) 76 mm 

相当 
(約 3 ｲﾝﾁ)

止水 20 ND ND 168 時間 LC0 5 Eldefrawi et  
al., 1977  

In vitro 試験 
試験方式 

材料 
試験方法 温度

(℃) 
反応

時間

結果 文献 

[ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ受容体結

合試験] 
H3-ｱｾﾁﾙｺﾘﾝとの競

合 
TCEP3): 0.001M  

(285.5 mg/L 相当) 

4 16 時間 結合性なし 

Torpedo ocellata 
(ｼﾋﾞﾚｴｲ科の一種) 
電気器官の細胞膜のｱｾﾁﾙ

ｺﾘﾝ受容体及びｱｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽ

ﾃﾗｰｾﾞ 

[ｱｾﾁﾙｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ
阻害試験] 
TCEP: 0.001M  

(285.5 mg/L 相当)

23 1 時間

アセチルコリンエステ

ラーゼ活性: 26.3%抑制 
(対照区) 

Eldefrawi et  
al., 1977 
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ND: データなし、(a): 分析実施、(a, n): 被験物質の測定濃度が設定値の±20%以内であったので設定濃度によ

り表示、(n): 設定濃度 
1) 200 mg/L の濃度で 72 時間暴露した結果、脊椎の変形が 12 例中 3 例に観察された。また、LC50 近傍の濃度

で 24-72 時間暴露した結果、20-70%の割合で眼球突出が観察されている (Sasaki et al., 1981)。但し、対照群

での発生率は不明である。 
2) 55.6 mg/L 以上の濃度区で異常遊泳、100 mg/L の濃度区で遊泳不能が観察された (環境庁, 1997d)。 
3) りん酸トリス(2-クロロエチル) 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

7.1.5 その他の水生生物に対する毒性 

 調査した範囲内ではりん酸トリス(2-クロロエチル) のその他の水生生物に関する試験報告

は得られていない。 

 

7.2 陸生生物に対する影響 

7.2.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内ではりん酸トリス(2-クロロエチル) の微生物に関する試験報告は得られて

いない。 

 

7.2.2 植物に対する毒性 

調査した範囲内ではりん酸トリス(2-クロロエチル) の植物に関する試験報告は得られてい

ない。 

 

7.2.3 動物に対する毒性 

イエバエに 10,000 ppm のりん酸トリス(2-クロロエチル) を含むエサを与えた実験では死亡

は認められず (Eldefrawi et al., 1977)、モモアカアブラムシに 2,000 mg/L のりん酸トリス(2-クロ

ロエチル) 溶液を噴霧した結果、死亡率が 51.3%であった (Ludvik and Decker, 1947) とする殺

虫効果についての報告がある。 

 

7.3 環境中の生物への影響 (まとめ) 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の水生生物に対する毒性については、生長阻害、致死、繁殖

などを指標にした試験が実施されている。 

藻類については、OECD テストガイドラインに準じ、GLP で実施されたセレナストラムの生

長阻害 (バイオマス) を指標として算出された 72 時間 EC50 が 212.1 mg/L、72 時間 NOEC が 72 

mg/L であった。 

無脊椎動物については、OECD テストガイドラインに準拠し、GLP で実施された甲殻類のオ

オミジンコの遊泳阻害を指標とした 48 時間 EC50 は 171 mg/L であった。また、OECD テストガ

イドラインに準じ、GLP で実施された甲殻類のオオミジンコの繁殖阻害を指標とした 21 日間

NOEC は 10.0 mg/L であった。 

魚類において、96 時間 LC50 の最小値はメダカでの 170 mg/L であった。りん酸トリス(2-クロ

ロエチル) は 285.5 mg/L の濃度でシビレエイ科の電気器官の細胞膜におけるアセチルコリンエ
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ステラーゼ活性を阻害し、55.6 mg/L 以上の濃度でメダカの遊泳阻害あるいは脊椎変形を生じた。

OECD テストガイドラインに準拠し GLP で実施されたメダカを用いた延長毒性試験による 14

日間 NOEC は 30.9 mg/L であった。 

 

以上から、りん酸トリス(2-クロロエチル) の水生生物に対する急性毒性値について現在まで

に得られている信頼性の高い毒性データは、いずれの水生生物に対しても 100 mg/L 以上を示し

ており、GHS 急性毒性有害性区分に該当せず、藻類、甲殻類及び魚類のいずれに対しても有害

性を示す可能性は小さいと判断される。 

得られた毒性データのうち水生生物に対する最小値は、甲殻類であるオオミジンコの繁殖阻

害を指標とした 21 日間 NOEC の 10.0 mg/L である。 

 

 

8．ヒト健康への影響 

8.1 生体内運命 

りん酸トリス (2-クロロエチル) の生体内運命に関する試験結果を 表 8-1及び 表 8-2に、推

定される代謝経路を 図 8-1に示す。 

 

a．吸収 

雄 Wistar ラットに 14C で標識したりん酸トリス(2-クロロエチル) を単回強制経口投与した結

果、3 時間以内に血中から放射能が検出された (Minegishi et al., 1988)。また、Herr らの報告で

も経口投与後、2 時間以内にラットの血中から放射能が検出されている (Herr et al., 1991)。 

 

b．分布 

雄のWistarラットに 14Cで標識したりん酸トリス(2-クロロエチル) を 50μmol/kg (14.3 mg/kg 

相当) で単回経口投与した実験で、血液、心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、脳、精巣、脂肪組織、

筋肉で放射能が検出され、いずれの器官においても投与の 6 時間後に最大値を示した。また、

これらの器官のうち、投与後 6 時間の放射能 (量) は、血液中では 11.8 nmol/g 組織であったの

に対し、腎臓は 76.4 nmol/g 組織と最も高い放射能が認められ、次いで肝臓の 32.9 nmol/g 組織

であった。投与後 0～24 時間での肝臓及び腎臓の半減期はそれぞれ 10.4 時間及び 5.4 時間であ

り (Minegishi et al., 1988)、浄化速度が早く、蓄積しないことが示されている。 

米国国家毒性計画 (U.S. NTP) による 2 年間の F344 ラットの経口投与試験において、雌で脳

におけるニューロンの壊死が認められている (8.3.4 反復投与毒性参照) ことから脳へのりん

酸トリス(2-クロロエチル) 及びその代謝物の蓄積性が検討された。雌雄の F344 ラットに 

[1-14C] で標識したりん酸トリス(2-クロロエチル) を 175、350、700 mg/kg で単回強制経口投与

した結果、雌雄の各群ともに投与の 2 時間後までに、血中及び脳において放射能が検出された

が、両者の放射濃度は同等であった。また、175、350 mg/kg/日を 14 日間連続投与した実験に

おいても、脳への分布は多くなかった (Herr et al., 1991)。 

 

c．代謝・排泄 
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雄 Wistar ラットに 50μmol/kg (14.3 mg/kg 相当) を強制経口投与した場合、168 時間後には、

93.5%が尿中、5.6%が糞中、1.7%が呼気中に排泄され (Minegishi et al. 1988)、主に尿中に排泄さ

れることが示されている。なお、同じ条件下で実施された試験で 48 時間までに投与した放射活

性の 24.6%が胆汁中に排出されており (Minegishi et al. 1988)、腸肝循環のあることが確認され

ている。 

なお、Burka ら (1991) によると、雄の B6C3F1 マウス及び雌雄の F344 ラットに[1-C14] で標

識したりん酸トリス(2-クロロエチル) を 175 mg/kg/日で単回投与した結果、24 時間後の尿中排

泄速度のマウス、ラット間種差は認められていないものの、投与後 8 時間までの排泄速度には

種差があることが示唆されている (マウス: 約 75%、ラット: 約 40%)。ラット及びマウスのい

ずれにおいても 75%以上が 24 時間以内に主に尿中へ排泄された。尿中代謝物としてはマウス

及びラットのいずれにも、りん酸ビス(2-クロロエチル) カルボキシメチル (BCCP)、りん酸水

素ビス(2-クロロエチル) (BCHP) 及びりん酸ビス(2-クロロエチル)-2-ヒドロキシエチルグルク

ロン酸抱合体 (BCGP) が認められた (Burka et al., 1991)。 

ヒトとラットの種差を示すデータとしては、ヒト及びラットの血液サンプルとりん酸トリス

(2-クロロエチル) との培養を行った in vitro 試験の報告がある。りん酸トリス(2-クロロエチル) 

の代謝産物として 2-クロロエタノール及び BCHP がラットの血液サンプルとの培養から認めら

れているが、ヒトの血液サンプルからは認められていない。Chapman ら (1991) によれば、ラ

ットでりん酸トリス(2-クロロエチル) の代謝に関与する加水分解酵素のひとつである B-エス

テラーゼが、ヒトにはないことによる代謝経路の種差と考えられている (Chapman et al., 1991)。 

雌雄 F344 ラットに[1-14C]で標識したりん酸トリス(2-クロロエチル) 0、175、350 mg/kg/日を

単回強制経口投与した試験において、24 時間後までに尿中へ排泄される放射能 (量) は 175 

mg/kg/日では雌雄いずれも約 80%と性差は認められていないが、350 mg/kg/日では雌が約 50%

に対し雄では約 70%で性差が認められた (Herr et al., 1991)。しかし、雌雄の F344 ラットにりん

酸トリス(2-クロロエチル) 0、175、350 mg/kg/日を 14 日間連続投与した試験では放射能の排泄

に性差は認められていない (Herr et al., 1991)。また、F344 ラットにりん酸トリス(2-クロロエチ

ル) 175 mg/kg/日を 9 日間連続投与したところ、尿中排泄の半減期は、雌で 6.1～6.5 時間、雄で

7.1～7.8 時間であったことが報告されている (Burka et al., 1991)。このように尿中排泄速度につ

いては、性差があるとする報告とないとする報告がある。これに関連して、雌雄ラットあるい

は男女ヒトの肝サンプルとりん酸トリス(2-クロロエチル) を培養した in vitro 試験において、り

ん酸トリス(2-クロロエチル) の代謝産物として認められる 2-クロロエタノール及び BCHP 量が

異なること、また、ラットでは代謝速度が雄では雌の約 1.7 倍であることが示されており 

(Chapman et al., 1991)、りん酸トリス(2-クロロエチル) の代謝・排泄には性差があることが示唆

されている。 
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 図 8-1 りん酸トリス(2-クロロエチル) の代謝経路 (推定)  
(Burka et al., 1991; Chapman et al, 1991) 

1：りん酸トリス(2-クロロエチル) 2：りん酸水素ビス(2-クロロエチル) 
3：2-クロロエタノール 4：りん酸二水素(2-クロロエチル) 
5：りん酸ビス(2-クロロエチル) カルボキシメチル 6：りん酸ビス(2-クロロエチル)-2-ヒドロキシエチル 
7：りん酸ビス(2-クロロエチル)-2-ヒドロキシエチ  

ルグルクロン酸抱合体 
*：ヒトではないとされている加水分解酵素 
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表 8-1 りん酸トリス(2-クロロエチル) の生体内運命 
動物 
種等 

投与 
条件 投与量 結    果 文 献 

分布: 血液、心臓、肺、肝臓、腎臓、脾臓、脳、精巣、

脂肪組織、筋肉における濃度分布のピークはいずれ

においても、6 時間であった。 
投与後 6 時間の放射能 (量) は、血液中では 11.8 
nmol/g 組織であったのに対し、腎臓は 76.4 nmol/g
組織と最も高い放射能が認められ、次いで肝臓の

32.9 nmol/g 組織であった。 
また、半減期は 2 相性を示しており、投与後 0-24
時間まででは、それぞれ 13.7、12.8、10.6、10.4、
5.4、11.1、10.6、8.1、7.4、5.8 時間であり、24-168
時間まででは、それぞれ 53.7、46.2、56.5、42.0、
46.8、45.0、46.8、45.0、36.1、48.2、87.4、50.9 時

間であった。 
投与後 168 時間以内に排泄された放射能 (%) 

尿中     (n＝5) 93.48±2.21 
糞中     (n＝5) 5.64±1.11 
呼気中   (n＝3) 1.66±0.20 

屍体(カーカス)中 (n＝5) 0.76±0.06 
合計 101.54 

ラット 
Wistar 
雄 5 匹 

 

経口単

回投与 
投与後

168 時間

観察 
純度: 
97% 
媒体: 
ｵﾘｰﾌﾞ油 
 

14C-TCEP1) 
 50μmol/kg 
(14.3 mg/kg
相当)  
 
 

分布・排泄: 胆汁排泄のピークは投与の 2 時間後であっ

た。また、48 時間後までに胆汁中に排泄された総放

射能量は投与した放射能の 24.6%であった。 

Minegishi et 
al., 1988  

24 時間後尿中排泄代謝物量 (投与放射能%) 
代謝物 BCHP 2) BCGP 3) BCCP4) その他 

雄 9.8±1.0 6.5±1.8 70.7±1.3 13.1 

マウス 
B6C3F1 
雄 3 匹 

強制経

口投与 
容量: 
5 mL/kg 
媒体: 
ｺｰﾝ油 

[1-14C] TCEP 
175 mg/kg 
単回投与 

排泄: 投与後 8 時間以内に投与した放射能の約 75%が尿

中に排泄され、24 時間後までには投与量の 90%が

尿中、10%未満が糞中に排泄された。 
24 時間後尿中排泄代謝物量 (投与放射能%) 

代謝物 BCHP BCGP  BCCP その他 
雌 17.2±1.1 12.2±

0.9 
45.9±6.3 21.5 

雄 21.6±1.7 3.6±2.5 55.4±4.2 21.9 

[1-14C] TCEP 
175 mg/kg 
単回投与 

排泄: 投与後 8 時間以内に投与した放射能の約 40%が尿

中に排泄され、24 時間後までには投与量の約 75%
が尿中、10%未満が糞中に排泄された。 

排泄速度: 投与後 8 時間以内の雄 B6C3F1マウスの尿中排

泄速度は雌雄 F344ラットの約 3倍であることから

種差が認められたが、ラットの雌雄間における性

差は認めらなかった。 

ラット 
F344 
雌雄 

各 4 匹 
 

強制経

口投与 
容量: 
5 mL/kg 
媒体: 
ｺｰﾝ油 
 

175 mg/kg/日 
9 日間 
[1-14C] TCEP
を初日､4 日

目､7 日目に

投与 

半減期: 投与開始日、4 日目、9 日目の半減期は雌で 6.1
～6.5、雄で 7.1～7.8 時間であった。 

Burka et al., 
1991  
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動物 
種等 

投与 
条件 投与量 結    果 文 献 

ラット 
F344 
雌雄 

3-4 月

齢 
各 6 匹/

群 

[1-14C] TCEP 
0、175、350、
700 mg/kg 
単回投与 

分布: 2-24 時間後においても、検査対象とした脳の部位 
(小脳、脳幹、尾状核、視床下部、髄質、海馬及び

中脳) 間に放射能の相違はなく、用量依存的な増加

がみられた。また、血中放射能に比較した脳の放射

能比は<1 であった。 
分布・代謝: 雌雄において、投与後 5 分で血清中に未変

化体及び代謝物の放射能が検出された。また、血清

中で検出される 43.6±1.5%の放射能が未変化体で

あった。 
24 時間後 用量

(mg/kg) 性 
尿中排泄 糞中排泄 

雌 85.8±3.1 2.1±0.6 175 
雄 79.1±1.9 3.6±0.6 
雌 49.7±2.3 0.9±0.3 350 
雄 72.1±3.7 7.6±1.1 

雌雄各

4 匹/群 
5-7 週

齢 

[1-14C] TCEP 
0、175、350 
mg/kg 
単回投与 

なお、別に実施された雌ラットへの 175、350 mg/kg の単

回経口投与後 72 時間以内に、投与した放射能の 1%が呼

気中、10%未満が糞中へ排泄された。また、350 mg/kg に

おいては雌よりも雄で排泄が速い。 
雌 
3-4 
月齢 

4 匹/群 

強制経

口投与 
容量: 
5 mL/kg 
純度: 
>96% 
媒体: 
ｺｰﾝ油 
[1μCi/ 
kg] 

0、175、350 
mg/kg 
14 日間連続

投与 

最終投与の 24 時間後の脳内分布量は、175 mg/kg の単回

投与 2 時間後の脳内分布量の 21%であり、連続投与によ

る脳内蓄積は認められないと判断された。排泄: 14 日間

の連続投与においても、単回投与と同様の排泄プロファ

イルを示した。 

Herr et al., 
1991 

1)  TCEP: りん酸トリス(2－クロロエチル) 
2)  BCHP: りん酸水素ビス(2-クロロエチル) 
3)  BCGP: りん酸ビス(2-クロロエチル)-2-ヒドロキシエチルグルクロン酸抱合体 
4)  BCCP: りん酸ビス(2-クロロエチル) カルボキシメチル 

 

 

表 8-2 りん酸トリス(2-クロロエチル) の生体内運命に関するin vitro試験結果 
試験材料 試験条件 結    果 文 献 

肝ﾐｸﾛｿｰﾑとのｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝによる TCEP の代謝 

CE 1) BCHP 2) TCEP3) 代 謝 速

度  
(pmol/min/mg 
タンパク) 

(pmol/min/mg 
タンパク) 

(nmol/min/mg 
タンパク) 

女性 71.5±22.6 5.8±2.0 0.031±0.010 
男性 22.7±34.7 17.5±13.3 0.027±0.007 

 
肝ｽﾗｲｽとのｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝによる TCEP の代謝 

 (pmol/min/mg 
肝) 

(pmol/min/mg 
肝) 

(nmol/min/mg 
肝) 

女性 2118±1693 198±323 1.82±0.43 
男性 614±1038 404±393 1.37±0.57 

ヒト 
20-68 歳

男性 3 名 
48-77 歳

女性 3 名 
 

肝ﾐｸﾛｿｰ

ﾑ分画、

肝ｽﾗｲｽ、

全血及

び血漿 

肝ﾐｸﾛｿｰﾑ分画、肝ｽﾗｲｽ、

全血及び血漿を[1-14C] 
TCEP と共に 37℃で

240 分間のｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

いずれかのサンプルから CE、BCHP が同定され、同定され

ていないものの他に代謝物 1～3 がある。 
 
肝臓からのサンプル (肝ﾐｸﾛｿｰﾑ及び肝ｽﾗｲｽ): 代謝速度に性

差は認められないものの、女性は CE が多く検出されてい

る一方、男性は BCHP が多く、その他の代謝物が認められ

ている。 
 
全血及び血漿サンプル: 男女ともに代謝物は認められなか

った。 

Chapman 
et al., 1991
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試験材料 試験条件 結    果 文 献 
肝ﾐｸﾛｿｰﾑとのｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝによる TCEP の代謝 

CE  BCHP  TCEP 代謝速度 
 (pmol/min/mg 

タンパク) 
(pmol/min/mg 
タンパク) 

(nmol/min/mg 
タンパク) 

雌 0 0 ND 
雄 50.5±4.1 4.1±0.5 0.079±0.004 

肝ｽﾗｲｽとのｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝによる TCEP の代謝 

 (pmol/min/mg 
肝) 

(pmol/min/mg 
肝) 

(nmol/min/mg 
肝) 

雌 756±405 622±350 1.51±0.10 
雄 885±36 1476±32 2.53±0.10 

ラット 
F344 
雌雄 

各 3 匹 
 

肝ﾐｸﾛｿｰ

ﾑ分画、

肝スラ

イス、肝

細胞質、

全血及

び血漿 

肝ﾐｸﾛｿｰﾑ分画、肝ｽﾗｲｽ、

全血及び血漿を[1-14C] 
TCEP と共に 37℃で

240 分間のｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ 

いずれかのサンプルから CE、BCHP が同定され、同定され

ていないものの他に代謝物 1～3 がある。 
 
肝臓からのサンプル (肝ﾐｸﾛｿｰﾑ及び肝ｽﾗｲｽ): 肝ﾐｸﾛｿｰﾑから

は雌の代謝物は認められなかったものの、肝ｽﾗｲｽでは CE、
BCHP の他代謝物 2 及び 3 が認められた。雄の肝ｽﾗｲｽにお

いて、CE は雌とほぼ同程度であるが、BCHP が雌の 2 倍以

上であり、代謝物 1、2 及び 3 が認められた。 
 
全血及び血漿サンプル: 雄のサンプルからは CE、BCHP 及

び全血でのみ代謝物 3 が認められている。一方、CE、BCHP
への代謝に性差はみられないものの、雌サンプルでは代謝

物 2 及び 3 が認められた。 

Chapman 
et al., 1991

反応の程度 (%) 
肝ﾐｸﾛｿｰﾑ 

 (肝臓 1,000mg 相当量) 
肝ｻｲﾄｿﾞﾙ 

(肝臓 350 mg 相当量) 
対照群 NADP＋添加 対照群 SKF-525A 添加 

19 15 1 ND 

ラット 
Wistar 
雄 

肝ﾐｸﾛｿｰﾑ分画 
肝ｻｲﾄｿﾞﾙ 

TCEP は分解されなかった。 

Sasaki et 
al., 1984 

ND: データなし 
1) CE: 2-クロロエタノール 
2) BCHP: りん酸水素ビス(2-クロロエチル)  
3) TCEP: りん酸トリス(2-クロロエチル) 

 

8.2 疫学調査及び事例 

調査した範囲ではりん酸トリス(2-クロロエチル) の疫学調査及びヒトの事例に関する報告

はない。 

 

8.3 実験動物に対する毒性 

8.3.1 急性毒性 
りん酸トリス (2-クロロエチル ) の実験動物に対する急性毒性試験結果を表  8-3に示す 

(IARC, 1990; Smyth et al., 1951; Ulsamer et al., 1980; Gultati et al., 1991; Kynoch and Denton, 1990)。 
 

表 8-3 りん酸トリス(2-クロロエチル) の急性毒性試験結果 
 マウス ラット ウサギ 

経口LD50 ND 501 mg/kg (雄) 
430-794 mg/kg (雌) 

1,230-1,410 mg/kg

ND 

吸入LC50 ND ND ND 
経皮LD50 ND ND ND 
腹腔内LD50 250 mg/kg ND ND 

ND: データなし 
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a. 経口投与 

OECD テストガイドライン 401 に準じ、GLP で実施された試験で、雌雄の SD ラット (1 群 5

匹) へのりん酸トリス(2-クロロエチル) 800、1,000、1,260 mg/kg の強制経口投与により雌では

1,000 mg/kg 以上及び雄では 1,260 mg/kg で死亡がみられ、LD50 は 1,150 mg/kg であった。さら

に、800 mg/kg 以上では立毛及び流涎、全例に円背姿勢、異常歩行、嗜眠、努力性呼吸、眼瞼

下垂及び四肢末端の蒼白がみられた (Kynoch and Denton, 1990)。 

急性毒性として実施された試験ではないが、神経系への急性影響を示す報告として雌雄の

F344 ラットにりん酸トリス(2-クロロエチル) 175、350、700 mg/kg を単回強制経口投与した試

験で、雌では死亡、立ち上がり行動 (rearing) 及び振戦 (wet dog shakes) 頻度の用量依存的な増

加がみられた。雄では 350 mg/kg 以上で雌と同様に立ち上がり行動及び振戦頻度の増加が認め

られたが、投与 4 時間後には回復した (Herr et al., 1991)。またラットの雌で発現した神経症状

は雄では弱く発現し、性差が認められた。 

また、一用量のみの報告であるが、マウス (系統不明) にりん酸トリス(2-クロロエチル) 1,000 

mg/kg を経口投与した試験で、投与後 1 時間以内にけいれん及び四肢の不全麻痺が観察され、

22 例中 3 例死亡したが、生存例は翌日には回復した (Fraunhofer Institute, 1984)。 

 

b. 吸入暴露 

ラットをりん酸トリス(2-クロロエチル) の飽和蒸気に 8 時間吸入暴露させた試験において、

死亡は認められなかった (Smyth et al., 1951)。また、雌雄のラットに 5 mg/L を 4 時間吸入暴露

させた試験で死亡は認められなかった (Stauffer Chemical, 1974,1979)。 

 

c. 経皮投与 

U.S.EPA ガイドラインに準拠したウサギの試験では、りん酸トリス(2-クロロエチル) 5,000 

mg/kg を経皮適用した結果、下痢以外の症状は観察されなかった (Stauffer Chemical, 1979)。 

 

8.3.2 刺激性及び腐食性 

a. 皮膚刺激性 

3 例の NZW ウサギに 0.5 mL のりん酸トリス(2-クロロエチル) を 4 時間、半閉塞適用した試

験で、全例に軽度の紅斑が試験初日にのみ認められたが、皮膚刺激性は示されなかった (Liggett 

and McRae, 1991a)。 

 

b. 眼刺激性 

3 例の NZW ウサギの眼に 0.1 mL のりん酸トリス(2-クロロエチル) を適用した試験で、点眼

1 日目では軽度の結膜充血が全例にみられ、そのうち 1 例で 2 日目まで継続したが、眼刺激性

は示されなかった (Liggett and McRae, 1991b)。 

 

8.3.3 感作性 

モルモットを使ったビューラー (Buehler) 法で感作性は示されなかった (Albright and Wilson, 
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1983)。 

 

8.3.4 反復投与毒性 

a. 経口投与 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の実験動物に対する反復投与毒性試験結果を 表 8-4に示す。 

雌雄の B6C3F1 マウス (1 群雌雄各 10 匹) にりん酸トリス(2-クロロエチル) 0、44、88、175、

350、700 mg/kg/日を 5 日/週で 16 週間強制経口投与した試験で、175 mg/kg/日以上の雌で肝臓絶

対及び相対重量の増加、雄で腎臓絶対重量の減少がみられ、700 mg/kg/日の雄で肝臓相対重量

の増加、腎臓絶対重量の減少、精巣の絶対及び相対重量の減少が認められた。病理組織学的検

査においては、700 mg/kg/日の雌雄で腎尿細管上皮細胞に巨核化がみられ、この病変は主に皮

質と髄質の境界部の曲尿細管、さらにはヘンレの係蹄でもわずかに認められた。この 16 週間の

反復経口投与毒性試験における NOAEL は、88 mg/kg/日であった。別に実施された 16 日間の反

復投与試験においては、350 mg/kg/日以上の用量で投与初日から 3 日目までの 3 日間で運動失

調及びけいれんの神経毒性症状が認められた (Matthews et al. 1990; U.S. NTP, 1991)。 

8～9 週齢の B6C3F1 マウス (1 群雌雄 60 匹) に 0、175、350 mg/kg/日のりん酸トリス(2-クロ

ロエチル) を 5 日/週で各群 9～10 匹には 66 週目まで、残りの 50 匹には 103 週間強制経口投与

した試験で、103 週目で 175 mg /kg/日以上の雌雄の腎尿細管上皮細胞の巨核化の発現頻度に用

量依存的な有意な上昇がみられ、350 mg/kg/日では約 80%の動物で認められた。また 350 mg/kg/

日の雄で腎尿細管上皮細胞の過形成の発生頻度のわずかな上昇がみられた (U.S. NTP, 1991)。 

ddY マウスに 0、0.012、0.06、0.3、1.5% (0、12、60、300、1,500 mg/kg/日相当; IPCS 換算) 濃

度のりん酸トリス(2-クロロエチル) を 18 か月間混餌で経口投与した試験において、病理組織

学的所見として、0.3%以上の群の雄で腎尿細管上皮細胞の増殖、腫大、巨大核をもつ細胞の出

現、変性及び壊死が、1.5%群の雄ではさらにのう胞、間質の線維化が認められ、雌で腎臓重量

の減少がみられた (高田ら, 1989)。 

また、B6C3F1 マウスにりん酸トリス(2-クロロエチル) を 0、44、175、700 mg/kg/日で 13 週間

あるいは 16 週間強制経口投与した試験では、700 mg/kg/日で精巣の絶対及び相対重量、精巣上

体の絶対重量の減少、精子の形態異常の増加が認められた (Gultati and Russell, 1985; Morrissey 

et al., 1988)。 

 

雌雄の F344/N ラット (1 群雌雄 10 匹) にりん酸トリス(2-クロロエチル) 0、22、44、88、175、

350 mg/kg/日を 5 日/週で雌では 16 週間、雄では 18 週間強制経口投与した試験で、44 mg/kg/日

以上の雌で肝臓の絶対及び相対重量の増加、腎臓の絶対及び相対重量の増加がみられ、175 

mg/kg/日の雄で 1 例の死亡、350 mg/kg/日の雄で 5 例、雌で 3 例の死亡がみられた。また、雌の

みで血清中のコリンエステラーゼ活性の抑制が認められており、175 及び 350 mg/kg/日で対照

群に比べコリンエステラーゼ活性のそれぞれ 25%及び 41%の抑制が観察された。さらに、雌で

は 175 mg/kg/日の 8/10 例、350 mg/kg/日では全例、雄では 350 mg/kg/日群の 2/10 例に、主に海

馬のニューロン壊死及び重篤な場合は鉱質沈着が観察された。また、350 mg/kg/日の雌ではニ

ューロン壊死が視床にも及んでいた (Matthews et al. 1990; U.S. NTP, 1991)。この経口反復投与毒

性試験の NOAEL は、22 mg/kg/日であった (IPCS, 1998)。 
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なお、雌雄 175 及び 350 mg/kg/日投与群において、投与第 4 週目の 3 日間に 2 倍の用量 (各

350 及び 700 mg/kg/日) を投与した誤投与があり、雌各群で数例に運動失調、流涎、呼吸困難、

けいれん等の中毒症状がみられ、雌 2 例が死亡した。雌雄 F344 ラットにりん酸トリス(2-クロ

ロエチル) 175、350、700 mg/kg を単回強制経口投与した試験でも、雌ラットでは雄ラットより

も神経毒性症状が強く発現することが示されおり (Herr et al., 1991、7.3.1 急性毒性参照)、運動

失調、けいれん等の臨床症状は雌ラットでのみ認められる血清中のコリンエステラーゼ活性の

抑制またはニューロン壊死との関連性が示唆されている (IARC,1999)。 

8～10 週齢の雌雄の F344/N ラット (60 匹/群) に 0、44、88 mg/kg/日のりん酸トリス(2-クロ

ロエチル) を 5 日/週で各群 10 匹には 66 週目まで、残りの 50 匹には 103 週間まで強制経口投

与した試験で、66 週間の投与により雄 44 mg/kg/日以上で肝臓の相対重量の増加、雄 88 mg/kg/

日で肝臓の絶対重量の増加、腎臓の絶対及び相対重量増加が認められた。また、66 週間の投与動

物に対して実施された血液生化学検査において、雌 88 mg/kg/日群で血清中アルカリホスファター

ゼ及びアラニンアミノトランスフェラーゼの減少がみられた (U.S. NTP, 1991) が、毒性学的意

義は明らかではない。また、103 週間の投与により、雌雄ともに尿細管上皮 (腎皮質の曲尿細管) 

の過形成発現率の増加が用量依存的に認められており、雌よりも雄で顕著であることが報告され

ている。雌ではさらに 88 mg/kg/日群で 40%の動物に脳幹及び大脳に、神経細胞の変性、壊死、反応

性グリオーシス、出血、鉱質沈着、色素沈着あるいはヘモジデリン沈着などが観察され、66週目の検査

時においても 88 mg/kg/日で 3/10 例に大脳及び視床に局所的病変が認められた。 

また、F344 ラットにりん酸トリス(2-クロロエチル) 0、22、88、175 mg/kg/日を 13 週間強制

経口投与した試験でも、175 mg/kg/日で精子の運動性の低下が報告されている  (Gultati and 

Russell, 1985; Morrisseyet al., 1988)。 

 

b. 経皮投与 

雌 ddY マウスの剪毛した背部皮膚にりん酸トリス(2-クロロエチル) 濃度 5%または 50%エタ

ノール溶液 0.025 mL を 2 回/週で 18 か月間経皮適用した試験で、濃度 5%以上で MCHC (平均

赤血球濃度) の増加､リンパ球数の減少傾向がみられ、濃度 50%ではさらに脾臓の絶対及び相対

重量の減少､肝臓の相対重量の減少が認められた (高田ら,1991)。 

 

これらの結果からりん酸トリス(2-クロロエチル) の標的器官は、肝臓、腎臓、脳及び精巣で

ある。肝臓、腎臓及び精巣の重量変化、腎尿細管上皮の巨核化、腎尿細管上皮細胞の過形成、

脳の神経細胞の変性、壊死がみられた。また、雌ラットにのみコリンエステラーゼ活性の抑制

がみられた。腎臓あるいは肝臓重量の変化により、16 週間 (雄ラットでは 18 週間) の反復経口

投与毒性試験における NOAEL は、マウスで 88 mg/kg/日、ラットで 22 mg/kg/日であった。 

 

c．その他 

c-1．神経毒性 

鳥類を用いた神経毒性試験結果を 表 8-5に示す。 

12～14 か月齢の雌白色レグホンにりん酸トリス(2-クロロエチル) の原液 10 mL/kg (14,200 

mg/kg 相当) を 3 週間の間隔で 2 回経口投与し、2 回目の投与から 3 週間後まで観察した。投与
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直後に体重減少、一過性の摂餌量減少、卵形成の停止、脱毛、死亡 (4/18 例) がみられたが、

遅発性神経毒性を示す行動変化、神経軸索の変性等病理組織学的変化は認められなかった 

(Sprague et al., 1981)。同様に、りん酸トリス(2-クロロエチル) の原液を 10 mL/kg (14,200 mg/kg

相当) の用量で単回経口投与した実験で、血清中のコリンエステラーゼ活性が 87.1%阻害され

たが、脳内神経毒性エステラーゼ (NTE: neurotoxic esterase, neuropathy target esterase) の活性は

30%抑制されている程度で、遅発性神経毒性を生じると考えられるレベルの阻害 (Sprague によ

れば 75%超) はなかったと報告されている (Sprague et al., 1981)。 

 

c-2．免疫毒性 

実験動物においてりん酸トリス(2-クロロエチル) 投与により観察された免疫系器官の変化

としては、りん酸トリス(2-クロロエチル) 700 mg/kg/日を 16 週間経口投与した雄マウスで胸腺

相対重量の増加が認められている (U.S. NTP, 1991) が、高用量でのみ観察された所見であり、

りん酸トリス(2-クロロエチル) 投与による特異的な変化であるとは考えられない。また、5%及

び 50%濃度のりん酸トリス(2-クロロエチル) を 18 か月間経皮投与したマウスでリンパ球数の

減少及び脾臓の絶対及び相対重量の減少が認められている (高田ら, 1991) が、この変化につい

てはリンパ球減少と脾臓重量の減少を関連付ける組織学的所見がなく、他の試験で認められて

いない変化であることからいずれも偶発的変化と考えられる。 

なお、スクリーニング試験データとして、下記の in vitro 試験結果がある。 

雄 C3H/He マウスから得た脾臓リンパ球を B 細胞のマイトゲンである LPS (細胞壁リポ多糖) 

により細胞の分裂増殖を刺激した試験系において、本物質の 50%阻害濃度 (IC50) は、1.0×

10-5mol/L であり、雄 BALB/C マウスから得た脾臓リンパ球を T 細胞のマイトゲンである Con A 

(Concanavalin A) で刺激した試験系では、りん酸トリス(2-クロロエチル) は阻害を示さなかっ

た (Sakazaki et al., 2001)。 

従って、これらの結果からは、免疫系への影響を評価することはできない。 

 

表 8-4 りん酸トリス(2-クロロエチル) の反復投与毒性試験結果 

動物種等 試験方法 
投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

マウス 
B6C3F1 
雌雄各 
5 匹/群 
9 週齢 

強制経口投与

純度: 98% 
媒体: ｺｰﾝ油 
投与容量: 
10 mL/kg 
[FDA GLP] 

16日間、

5 日/週 
(12 回投

与) 

0、44、88、
175、350、
700  
mg/kg/日 
 

体重増加、器官重量あるいは病理組織学的

検査、ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性に影響なし 
350 mg/kg/日以上:  
雌雄: 投与開始から 3 日間に運動失調、け

いれん様症状。 

Matthews et 
al., 1990; 
NTP, 1991 
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動物種等 試験方法 
投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

マウス 
B6C3F1 
雌雄各 

10 匹/群 
9-10 
週齢 

強制経口投与

純度: 98% 
媒体: ｺｰﾝ油 
投与容量: 
10 mL/kg 
[FDA GLP] 

16週間、

5 日/週 
 

0、44、88、
175、350、
700 mg/kg /
日 
第 4 週目の

3 日間に

350 及び
700 mg/kg/
日群に誤っ

て 700 及び
1,400 
mg/kg/日を

投与 
第 4 週目第

4 日は休薬

体重及びｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性に影響なし 
175 mg/kg/日以上:  

雌: 肝臓の絶対及び相対重量の増加 
雄: 腎臓の絶対重量の減少 
 

700 mg/kg/日:  
雌: 心臓の相対重量の減少 
雄: 腎臓の相対重量の減少、肝臓の相対

重量の増加、胸腺の相対重量の増加、

精巣の絶対及び相対重量の減少 
雌雄: 腎尿細管上皮細胞の巨核化 (主に皮

質と髄質の境界部の曲尿細管でみら

れ、わずかにヘンレの係蹄でもみら

れた) 
 
NOAEL: 88 mg/kg/日 

Matthews et 
al., 1990; 
U.S. NTP, 
1991  

マウス 
B6C3F1 
雌雄各 

60 匹/群 
8-9 週齢 

強制経口投与

純度: 98% 
媒体: ｺｰﾝ油 
投与容量: 
10 mL/kg 
[FDA GLP] 

103 週間、

5 日/週 
 

66 週目に

各群 10 例

/性を屠殺

(剖検、血

液検査、血

液生化学

検査を実

施) 

0、175、350 
mg/kg/日 

175 mg/kg/日以上: 
雌雄：腎尿細管上皮細胞の巨核化 (主に皮

質と髄質の境界部の曲尿細管でみら

れ、わずかにヘンレの係蹄でもみられ

た) の発生頻度の用量依存的な有意

な上昇。350 mg/kg/日群では約 80%
の動物でみられた。 

350 mg/kg/日: 
 雄：腎尿細管上皮細胞の過形成の発生頻度

のわずかな上昇  (対照群 : 1/50、175 
mg/kg/日: 0/50、350 mg/kg/日: 3/50) 

 
66 週目 (n＝10)での所見: 

体重増加、血液学、血液生化学的試験に

影響なし 

U.S. NTP, 
1991 

マウス 
ddY 

雌雄各 
50 匹/群 

経口投与 
(混餌) 
純度: 98% 

18 か月

間 
0、0.012、
0.06、0.3、
1.5% 
(0、12、60、
300、1,500 
mg/kg/日
相当; IPCS
換算) 

0.3%群:  
雄：腎臓に尿細管上皮の増殖、腫大、巨大

核をもつ細胞の出現、変性及び壊死 
1.5%群:  
雄: 65 週目より下腹部の膨満、生存率の低

下 (生存率 38%)、体重増加抑制、心臓

及び精巣重量の減少 
腎臓に 0.3%群の所見の他、のう胞、間

質の線維化 
雌: 生存率の低下 (生存率 36%)、体重増

加抑制、腎臓重量の減少 
NOAEL: 60 mg/kg/日相当 

高田ら, 
1989 

マウス 
B6C3F1 
雌雄 

各 10 匹/
群 

強制経口投与

純度不明 
13 週間 
あるいは 
16 週間 

0、44、
175、700 
mg/kg/日 

700 mg/kg/日:  
雄: 精巣の絶対及び相対重量、精巣上体の

絶対重量の減少、精子濃度の減少、精子

の形態異常の増加。 

Morrissey et 
al., 1988;  
Gultati &  
Russell, 
19852) 
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動物種等 試験方法 
投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

ラット 
F344/N 
雌雄各 
5 匹/群 
7 週齢 

強制経口投与

純度: 98% 
媒体: ｺｰﾝ油 
投与容量: 
5 mL/kg 
[FDA GLP] 

16日間、

5 日/週 
 

0、22、44、
88、175、
350 mg/kg/
日 
 

一般症状、体重、剖検所見及び病理組織学

的影響なし 
88 mg/kg/日: 

雌: 肺の絶対及び相対重量減少 
175 mg/kg/日以上:  

雄: 腎臓の絶対及び相対重量の増加 
雌: 血清中のｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ阻害 

350 mg/kg/日:  
雌: 肝臓の絶対及び相対重量の増加、肺の

絶対及び相対重量減少 
但し、対照群を含む全群で唾液腺涙腺炎ウ

イルス 1)感染による唾液腺及び肺の変性及

び炎症あり 
NOAEL: 44 mg/kg/日 

Matthews et 
al., 1990; 
NTP, 1991 
 

ラット 
F344/N 
雌雄各 

10 匹/群 
8-9 週齢 

強制経口投与

純度: 98% 
媒体: ｺｰﾝ油 
投与容量: 
5 mL/kg 
[FDA GLP] 

雌:  
16週間、

5 日/週 
 

雄:  
18週間、

5 日/週 
 

第 4 週

目第 4
日は休

薬 

0、22、44、
88、175、
350 mg/kg/
日 
 
第 4週目の

最初 3日間

のみ 175 
及び 350 
mg/kg/日
群で誤っ

て 350及び
700 mg/kg/
日投与 
 
 

44 mg/kg/日以上:  
雌: 肝臓の絶対及び相対重量の増加、腎

臓の絶対及び相対重量の増加 
 

175 mg/kg/日:  
雌: 投与直後の自発運動の亢進、血清中

ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰｾﾞ活性の 25%抑制、主に海

馬におけるﾆｭｰﾛﾝ壊死  (重篤部では

鉱質沈着) (8/10 例) 
雄: 死亡(1 例) 
 

350 mg/kg/日： 
雌: 死亡 (3 例)、投与直後の自発運動の亢

進、12 週目までの断続的なけいれん。

有意な体重増加、脳重量の増加､胸腺

の相対重量の増加､血清中ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰ

ｾﾞ活性の 41%抑制、主に海馬さらに

視床におけるﾆｭｰﾛﾝ壊死  (重篤部で

は鉱質沈着) (10/10 例)  
雄: 死亡 (5 例)、肝臓の絶対及び相対重量

の増加、腎臓の絶対及び相対重量の

増加、主には海馬におけるﾆｭｰﾛﾝ壊死 
(重篤部では鉱質沈着) (2/10 例) 

 
誤投与 (過剰投与) による症状:  
175 mg/kg/日×2 以上:  

雌: 死亡 (各 2 例)、運動失調、流涎、呼

吸困難、けいれん 
 
NOAEL: 22mg/kg/日 (雌の肝臓の絶対及び

相対重量の増加、腎臓の絶対及び

相対重量の増加に基づく) 

U.S. NTP, 
1991;  
Matthews et 
al.,1990  

ラット 
F344/N 
雌雄各

60 匹/群 
8-10 週

齢 

強制経口投与

純度: 98% 
媒体: ｺｰﾝ油 
容量:5 mL/kg 
[FDA GLP] 

103 週

間、5 日

/週 
 

66 週目

に各群

10 匹/性
を屠殺

(剖検、

血液検

査、血液

生化学

0、44、88 
mg/kg/日 

66 週目 (n＝10) での所見 
44 mg/kg/日以上: 

雄: 肝臓相対重量増加 
88 mg/kg/日:  

雌: 死亡(1例)、血清中ｱﾙｶﾘﾎｽﾌｧﾀｰｾﾞ及び

ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ減少、大脳及び視

床に限局性病変(炎症細胞の蓄積を

伴う神経網壊死、反応性ｸﾞﾘｵｰｼｽ及び

内皮肥大及び過形成 (3例)   
雄: 肝臓の絶対重量の増加、腎臓の絶対

及び相対重量の増加 
 

U.S. NTP, 
1991  
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動物種等 試験方法 
投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

検査を

実施) 
103 週目での所見 
88 mg/kg/日: 

雌: 生存率の低下、尿細管上皮 (腎皮質の

曲尿細管) の過形成発現率の増加 
大脳皮質、脳幹 (灰白質、白質) に限

局性病変 (反応性グリオーシス、出血、

鉱質沈着、色素沈着あるいはヘモジデ

リン沈着);  
視床、視床下部、基底神経節 (特に

尾状核、被殻)、前頭葉皮質、頭頂

葉皮質、帯状皮質、嗅皮質、海馬、

膝状小体、淡蒼球、腹側淡蒼球、類

扁桃核野に病変 (出血を伴う変性、

壊死、傷害が進展した部位ではﾆｭｰ

ﾛﾝ及び神経網の損失、グリア細胞の

増殖、毛細血管の増生、小血管中

膜の肥厚、ヘモシデリンを貪食した

マクロファージ、局所的な鉱質沈着) 
雄: 生存率の低下、尿細管上皮 (腎皮質の

曲尿細管) の層状の過形成発現率の

増加 
ラット 
F344  
雌雄 

各 10 匹/
群 

強制経口投与

純度不明 
13 週間 
あるい

は 
16 週間 

0、22、88、
175 mg/kg/
日 

精巣、精巣上体、精巣上体尾部重量、精巣上

体精子の形態異常発生率に影響なし 
175 mg/kg/日:  

雄: 精子の運動性低下 
雌: 性周期に影響なし 

Morrissey et 
al., 1988;  
Gultati &  
Russell, 
19852) 

マウス 
ddY 
雌 

50 匹/群 
5 週齢 

週 2 回、 
18 か月 

体重、摂餌量、死亡率に投与による影響な

し 
5%以上: MCHC の増加､リンパ球の減少 
50%: MCHの増加､脾臓の絶対及び相対重量

の減少､肝臓の相対重量の減少 
ｻﾃﾗｲﾄ群 
5 匹/群 

週 2 回、 
6 か月 

体重、摂餌量、死亡率、器官重量､血清生化

学的検査に投与による影響なし 
ｻﾃﾗｲﾄ群 
5 匹/群 

背部皮膚塗

布 
適用面積: 1
×1.5 cm 
溶媒: ｴﾀﾉｰﾙ 
純度: 98% 

週 2 回、 
12 か月 

5%、50%ｴ

ﾀﾉｰﾙ溶液 
適用量: 
0.025 mL 
 

体重、摂餌量、死亡率､器官重量に投与によ

る影響なし 
5%以上: A/G 比上昇 

高田ら,1991

1) 唾液腺涙腺炎ウイルス (SDA ウイルス:sialodacryoadenitis virus): コロナウイルス科のウイルスで、唾液腺

涙腺炎を引き起こす。 
2) 米国国家毒性プログラム (NTP) において実施された試験で、精子形態及び膣細胞検査 (SMVCEs; Sperm 

morphology and vaginal cytology examinations) を実施している。同じ試験からの報告と考えられるが、それ

ぞれの報告で投与期間の記載が異なり、マウスでは性周期に関して Morrissey et al. (1988) では影響なし、

Gultati and Russell (1985) では延長と報告されている。 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 
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表 8-5 りん酸トリス(2-クロロエチル) の神経毒性試験結果 

動物種等 投与条件 投与量 結    果 文献 

ニワトリ 
白色ﾚｸﾞﾎﾝ 

雌 
18 匹/群 

12-14 か月

齢 

経口投与 
3 週間間隔で 2 回 
 
対照群: 
ｺｰﾝ油 (2 mL/kg) 

10 mL/kg 
(14,200 mg/kg相当)

4/18 例死亡、体重減少、一過性摂餌量減少、重度

の羽脱毛ありがみられたものの、遅発性神経毒性

による行動変化、軸索の変性等病理組織学的変化

は認められなかった 

投与群 
測定項目 

対照群 TCEP2) 
血清中ｺﾘﾝｴｽﾃﾗｰ

ｾﾞ活性 
14.0±1.6 1.8±0.2* 

ニワトリ 
白色ﾚｸﾞﾎﾝ 

雌 
12-14 か月

齢 

単回経口投与 10 mL/kg 
(14,200 mg/kg相当)
 

NTE 活性 1) 190±21 133±11* 

Sprague et 
al., 1981

ニワトリ 
雌 

経口投与 
ND 

2,500 mg/kg 神経毒性認められず Bayer , 
1986 

ニワトリ 
雌 

腹腔内投与 
ND 

1,000 mg/kg 神経毒性認められず Bayer , 
1986 

*：P<0.05 
1) >75%で強い遅発性神経毒性を示すと考えられている (Sprague et al., 1981)。 
2) りん酸トリス(2-クロロエチル) 

 

 

8.3.5 生殖・発生毒性 

a. 生殖毒性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の実験動物に対する生殖発生毒性試験結果を 表 8-6に示す。 

雌雄の Swiss マウスにりん酸トリス(2-クロロエチル) を 175、350、700 mg/kg/日で交配 1 週

間前から交配期間中及びその後 3 週間の計 18 週間を通じて強制経口投与した連続交配試験で、

350 mg/kg/日以上で各組の妊娠率の低下及び一腹あたりの胎児数の減少が認められた。700 

mg/kg/日を投与した雌雄と対照群とのクロス交配では、雌処置群と雄対照群との組み合わせで

は妊娠率及び受胎率に影響は認められなかった。一方、雄処置群と雌対照群との交配で 20 組中

妊娠が成立したのは 1 組のみで、F0 雄 700 mg/kg/日群の精子検査の結果、精子濃度及び運動性

の低下、異常精子率の増加がみられた。F1 動物の交配では F0 の 350 mg/kg/日群で受胎能の低下

傾向がみられるが、350 mg/kg/日群で得られた F1 動物は一腹からしか得られておらず、統計的

解析が行われていない (Gultati et al., 1991)。また、350 mg/kg/日では生殖能に影響が認められて

いることから、りん酸トリス(2-クロロエチル) の F0 雄動物への影響を反映した変化と考えられ、

Swiss マウスへの連続交配試験ではりん酸トリス(2-クロロエチル) 投与による次世代への直接

的影響は認められなかった。 

また、雄ラット (系統不明) に 0.5、1.5 mg/m3 の濃度のりん酸トリス(2-クロロエチル) を 24

時間で 4 か月間連続全身暴露し、無処置の雌と交配させた吸入試験では、0.5 mg/m3 以上で精子

数減少、精子運動性低下、形態異常精子数増加、さらに組織学的変化として、成熟過程の精子

数の減少を伴う精祖細胞の増加が報告されていると共に、1.5 mg/m3 で着床前及び着床後の吸収

胚の増加、一腹あたりの胎児数の減少を伴う妊娠率の低下など生殖能への影響が認められてい

る (Shepel'Skaya and Dyshinevich, 1981)。 
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これらの結果から、りん酸トリス(2-クロロエチル) は雄の生殖能に影響を与えると考えられ

る。 

 

b. 発生毒性 

Wistarラットの妊娠 7～15 日に 50、100、200 mg/kg/日のりん酸トリス(2-クロロエチル) を強制

経口投与した試験で、200 mg/kg/日で母動物に摂餌量の減少、立毛及び衰弱を伴う死亡 (7/30

例) がみられたが、投与に関連した胎児の死亡、胸骨格の異常 (変形、分離、欠損) 並びに腰

肋骨の異常の発生率には対照群との間に差がなく、催奇形性は認められなかった。また、生育

児に形態学的検査及び機能検査 (オープンフィールド、水迷路、回転棒、傾斜板、痛覚反射、

耳介反射) を行ったが、異常は認められていない (川島ら, 1983)。なお、NTPの催奇形性試験予

備試験においても、一腹あたりの胎児数、新生児の生存率、出生時体重及び生後の体重増加に

投与による影響はみられなかった (Hardin et al., 1987)。 

 

以上から、りん酸トリス(2-クロロエチル) の生殖毒性としてはマウスの連続交配試験が報告

されており、700 mg/kg/日で F0 世代の雄の精子検査で精子濃度及び運動性の低下、異常精子率

の増加が認められ、F0 世代の雄の繁殖能が顕著に低下している。発生毒性については妊娠 7～

15 日のラットに 200 mg/kg/日までの用量で母動物に影響は認められるものの、胎児及び出生児

に異常は認められていない 

 

表 8-6 りん酸トリス(2-クロロエチル) 生殖・発生毒性試験結果 

動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

連続交配試験試験結果 F0: 交配1週
間前から交配

期間中及び

その後3週
間、計18週
間。なお、交

配期間は14
週 (98日) 
 
(第5経産児ま

で出産)   

0、175、
350、700 
mg/kg/日 

350 mg/kg/日:  
第5経産の妊娠が成立した組の減少、第3経
産以降の母動物の出産時体重の低値、1組あ

たりの平均腹児数の減少、一腹あたりの出生

児数の減少 
700 mg/kg/日:  

第2経産以降の妊娠が成立した組の減少、第

1経産以降の母動物出産時体重の低値、第3
腹児の出産は2/18組(対照群:37/38組)。1組あ

たりの平均腹児数の減少、一腹当たりの出生

児数の減少、第2経産以降の妊娠期間の延長 
  対照群とのクロス交配試験結果 

F0 
(用量 

[mg/kg/日])

雌 (0) 
× 

雄 (0) 

雌 (700) 
× 

雄 (0) 

雌 (0)  
× 

雄 (700) 
交配率 16/20 15/18 12/18 
妊娠率 12/20 12/18 1/18* 
受胎率 12/16 12/15 1/12* 
一腹当りの

腹児数 10.3±0.7 7.2±0.9* 3.0 

マウス 
Swiss 
雌雄 

11週齢 
 

強制経口投

与 
純度: >98% 
溶媒: ｺｰﾝ油 
 
RACB 1) 
[GLP] 

 

  

母動物体重
45.42±

0.81 42.17±0.76* 41.46 

Gulati , et al., 
1991 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 
    F0雄 (700 mg/kg/日):  

精巣の絶対及び相対重量の減少、精巣上体の

絶対重量の減少 
精子の観察項目: 濃度、運動性の低下、異常精

子率の増加、精巣上体内精子濃度の減少 
連続交配試験の第5経産F1の交配結果2) 

F0への投与量mg/kg/日  
0 175 350 

妊娠率 17/20 18/20 14/20 
受胎能 17/19 18/20 14/20 

一腹当りの

生存児数

11.4 
±0.5 

11.0 
±0.5 

7.6 
±1.1* 

    

350 mg/kg/日:  
F1雌: 腎臓/副腎重量比率の増加、用量依存的

なF2出生児の雄の割合及び雄の生育児数

の減少 
F1雄: 体重の増加、精のう絶対重量の増加、精

子検査 (精子濃度、運動性、異常精子率)
で影響なし 

F2雌: 一腹あたり出生児数が少ないことによる新

生児の体重の増加 

 

マウス 
CD-1 
49匹 

強制経口投与

純度不明 
妊娠6-13日 
自然分娩 

0、940 
mg/kg/日 
投与容量: 
10 mL/kg 

母動物の12%体重増加抑制あり 
新生児の生存率、一腹あたりの胎児数、出生時

の体重及び新生児の体重増加に投与による影響

なし 

Hardin et al., 
1987  

ラット 
Wistar 

23-30匹/
群 

 
各群15-22
匹は妊娠

20日目に

開腹 
各群8匹
は自然分

娩 

強制経口投与

純度不明 
妊娠7-15日
のみ投与 
 
離乳: 生後4
週齢 
機能検査生

後: 6-7週齢 
解剖: 生後10
週齢 

0、50、100、
200 mg/kg/
日 
溶媒:ｵﾘｰﾌﾞ
油 

200 mg/kg/日:  
母動物：摂餌量の減少、立毛及び衰弱の後、7/30

例の死亡 
出生児検査 : 対照群に比べ有意な死亡率の増

加。奇形発現に有意差なし 
生後検査:  

雌雄: ｵｰﾌﾟﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ試験、水迷路、形態学的

検査及び機能検査 (傾斜板、回転棒、痛覚

反射､耳介反射)において対照群に比べ有

意差なし 

川島ら, 1983
 
 

吸入暴露 
ラット 

系統不明 
雄 

例数不明 

全身 
吸入暴露 
 
無処置の雌

と交配 
 
純度不明 

4か月間、24
時間 

0.5､1.5 mg/
空気m3 

0.5 mg/m3:  
雄: 胎児サイズ (体重の低値､頭臀長) の減

少､精子数の減少、精子運動性の低下、形

態異常精子数の増加、組織学的には、成

熟過程の精子数の減少を伴う精祖細胞の

増加 

1.5 mg/m3:  
雄: 精子数の減少、精子運動性の低下、形態

異常精子数の増加、組織学的には、成熟

過程の精子数の減少を伴う精祖細胞の増

加、一腹あたりの胎児数の減少、着床前

及び着床後吸収胚の増加、一腹あたりの

胎児数の減少を伴う妊娠率の低下  

Shepel'Skaya 
& 
Dyshinevich, 
1981  
 

*: P<0.05 
1) RACB: Reproductive Assessment by Continus Breeding 
2) 700 mg/kgのF1での交配試験は、F1動物は動物数が少なく、生存率が低かったことから実施することが出来なかった。
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8.3.6 遺伝毒性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の遺伝毒性試験結果を 表 8-7に、遺伝毒性試験結果のまとめ

を 表 8-8示す。 

 

a．DNA 損傷性 

umu 試験、ほ乳動物細胞を用いた不定期 DNA 合成試験において陰性が報告されている 

(Degirmenci et al., 2000; Stauffer Chemical, 1978b; Ulsmear et al., 1980)。一方、姉妹染色分体交換試

験では陽性の結果が得られているが、それらの陽性の程度は弱いか、あるいは再現性がないと

いった報告である。 (Galloway et al., 1987; Sala et al., 1982; Stauffer Chemical, 1978a; U.S. NTP, 

1991)。 

 

b．突然変異 

ネズミチフス菌 (TA98、TA100、TA1535、TA1537、TA1538) による復帰突然変異試験で、S9

添加の有無に関わらず、1 報告  (Nakamura et al., 1979) を除いて陰性と報告されている 

(Haworth et al., 1983; Prival et al., 1977; Simmon et al., 1977; U.S. NTP, 1991)。なお、Nakamura ら 

(IPCS, 1998; Nakamura et al., 1979) によれば、塩基対置換型変異株である TA100 及び TA1535 が

10μmol/plate までの濃度で、代謝活性化系を用いた系で用量依存的なコロニー数の増加を示し、

TA100 では 10μmol/plate のコロニー数は陰性対照区の 1.75 倍、TA1535 では 7.6 倍となってい

る。この結果から IARC では TA100 及び TA1535 に対しそれぞれ弱い陽性及び陽性と判断して

いる (IARC, 1990)。 

チャイニーズハムスターの V79 細胞を用いた遺伝子突然変異試験において 2,000μg/mL で陰

性と報告されている (Sala et al., 1982)。 

試験条件が不明であるが、酵母菌を用いた復帰突然変異試験で、S9 の添加の有無に関わらず、

1,000μL/plate までで陰性との報告がある (Stauffer Chemical, 1976)。また、L5178 マウスリンフ

ォーマ細胞を用いた復帰突然変異試験において、S9 の添加の有無に関わらず、最高 1.7μL/mL

の濃度で陰性との報告がある (Stauffer Chemical, 1976)。 

 

c．染色体異常 

チャイニーズハムスター卵巣 (CHO) 細胞を用いた染色体異常試験では、S9 の添加の有無に

関わらず、最高 1,600 μg/mL の濃度で陰性であった (Galloway et al., 1987; U.S. NTP, 1991)。 

 

d．その他 

遺伝毒性試験ではないが、形質転換試験において、C3H/10T1/2 細胞、シリアンハムスター胚

細胞及びマウス BALB/3T3 細胞を用いた試験で陽性が報告されている (Kowalski et al., 2001; 

Sala, 1982; Ulsamer et al., 1980)。 

 

e．in vivo 試験 

in vivo 試験では、雌雄のチャイニーズハムスターに 62.5、125、250 mg/kg のりん酸トリス(2-
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クロロエチル) を単回腹腔内投与した小核試験で、62.5 及び 125 mg/kg/日群の雌、250 mg/kg/

日群の雄で小核発現頻度が対照群の 2 倍に増加した (Mavournin, 1990; Sala, 1982)。より高用量

で実施された OECD テストガイドラインに準拠し、GLP で実施されたとされるマウスによる小

核試験では陰性であった (BG Chemie, 1994; Fraunhofer Institute, 1984)。 

ラットを 0.5、1.5 mg/m3 のりん酸トリス(2-クロロエチル) に吸入暴露した優性致死試験におい

て、陽性と報告されている (Shepel'Skaya and Dyshinevich, 1981)。 

 

以上から、りん酸トリス(2-クロロエチル) の 遺伝毒性に関しては、in vitroでは姉妹染色分体

交換試験で、陽性が報告されているが、弱い陽性及び再現性の得られていない報告であり、復

帰突然変異試験、遺伝子突然変異試験、umuテスト、マウスリンフォーマ試験、染色体異常試

験及び不定期DNA合成試験では陰性であった。in vivoのマウスでの小核試験においては陰性で

あったが、チャイニーズハムスターを用いた小核試験及びラットの吸入暴露による優性致死試

験では陽性であった。さらに、遺伝毒性ではないものの複数の形質転換試験では陽性であった。 

 

表 8-7 りん酸トリス(2-クロロエチル) 遺伝毒性試験結果 

 試験 試験材料 処理条件 物質組成 
用量 

結果 1) 
－ S9  ＋S9 文献 

in vitro 
 

復帰突然 
変異試験 

ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 
TA1535、TA1537、
TA1538、TA98、TA100、
大腸菌 WP2 (uvr-) 
酵母 D3 

ﾌﾟﾚｰﾄ法 
ﾗｯﾄの S9 

最高 5 mg/plate
まで 

－  － Simmon et al., 
1977  

  ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 
TA1535、TA1537、TA98、
TA100 

ﾌﾟﾚｲﾝｷｭﾍﾞｰｼ

ｮﾝ法 
雄ﾗｯﾄ及び雄

ｼﾘｱﾝﾊﾑｽﾀｰの
S9 
純度: 98.2% 
溶媒: DMSO 

0、33、100、
333、1,000、
3,333μg/plate 
 

－  － 
 

(細胞毒性; 
3,333 

μg/plate) 

Haworth et al., 
1983 
U.S.NTP, 1991 

  ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 
TA100､TA1535､TA1537

SD ﾗｯﾄの肝ﾐｸ

ﾛｿｰﾑ S9 
1、10 μL/plate －  － Prival et al., 

1977  
  ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 

TA98、TA1537、TA1538
ND －  － 

  ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 
TA100､TA1535 
 

Wistar ﾗｯﾄの
S9 

0、1、3、10、
30μmol/plate 
(0、285、857、
2,850、8,565 
μg/plate 相当)
 

－ w＋/＋2) 
(TA100 では

1.75 倍、

TA1535 では

7.6 倍) 
(細胞毒性; 30 
μmol/plate) 

Nakamura et al., 
1979  

  ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 
TA1535、TA1537、
TA1538、TA98 
酵母 D4 

ND ND －  － Stauffer 
Chemical,1977-
1978 

  酵母菌 ND ≦1,000 
μL/plate 

－  － Stauffer 
Chemical, 1976 

  L5178 ﾏｳｽﾘﾝﾌｫｰﾏ細胞 OECD TG476
[GLP] 

0.09､0.28､
0.35､0.83､1.70
μL/mL 

－  － Stauffer 
Chemical, 1976 
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 試験 試験材料 処理条件 物質組成 
用量 

結果 1) 
－ S9  ＋S9 文献 

 遺伝子突

然変異試

験 

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾊﾑｽﾀｰ V79 細胞 
(6-TG 3) 耐性) 

Wistar ﾗｯﾄの
S9 
溶媒: ｱｾﾄﾝ 

0、500、1,000、
2,000μg/mL 

－  － Sala et al., 1982 

 ﾏｳｽﾘﾝﾌｫｰ

ﾏ試験 
ﾏｳｽﾘﾝﾌｫｰﾏ ND ND － Stauffer 

Chemical, 
1977-1978  

 umu 試験 ﾈｽﾞﾐﾁﾌｽ菌 
TA1535/pSK1002 

ND ND ND  － Degirmenci et 
al., 2000 

 姉妹染色

分体交換

試験 

CHO 細胞 SD ﾗｯﾄの S9 S9(-): 5-160 
μg/mL 
S9(＋): 160 
-1,600μg/mL

－ ＋/－4) Galloway  et 
al., 1987; 
U.S. NTP, 1991 

  L5178 ﾏｳｽﾘﾝﾌｫｰﾏ細胞 OECD TG479
[GLP] 

0-1.2 μL/mL － w＋5) Stauffer 
Chemical, 1978a 

  343、490 
μg/mL 

－  － 

  700、1,000 
μg/mL 

＋  ＋6) 

  

ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾊﾑｽﾀｰ V79 細胞 Wistar ﾗｯﾄの
S9 
溶媒: ｱｾﾄﾝ 
 

2,000、3,000 
μg/mL 

＋  ND 
(細胞毒性; 

3,000μg/mL) 

Sala, 1982  

 不定期

DNA 合

成試験 

ヒト WI-38 細胞 OECD TG482
[GLP] 

0.0005､0.01､
0.05､0.1 
μL/mL 

－  － Stauffer 
Chemical, 1978b 

 形質転換

試験 
900μg/mL －  － 

  900μg/mL 
＋TPA7) (0.1 
μg/mL) 

－  － 

  1,500μg/mL ND  － 
  

C3H10T1/2 細胞 Wistar ﾗｯﾄの
S9 
溶媒: ｱｾﾄﾝ 

1,500μg/mL 
＋TPA (0.1 
μg/mL) 

ND  － 

Sala et al., 1982 

  C3H/10T1/2 細胞 暴露期間: 21
日間 

0.01､0.1､1.0、
10μg/mL 

＋  ND 
(細胞毒性; 

10.0μg/mL) 

Kowalski et al., 
2001 

  ｼﾘｱﾝﾊﾑｽﾀｰ胚細胞 
 

溶媒: ｱｾﾄﾝ 
 

400、500、600、
800μg/mL 
 

＋ 
(細胞毒性; 
600、800 
μg/mL) 

Sala et al., 1982
 

  ﾏｳｽ BALB/3T3 ND ND ＋ Ulsamer et al., 
1980 

 DNA へ

の結合性

試験  (ｱﾙ
ｷﾙ化) 

PM2- DNA 
 

PM2-DNA 
180 分間反応

5 mM 0% Lown et al., 
1980  

 染色体異

常試験 
CHO 細胞 SD ﾗｯﾄの S9 160-1,600 

μg/mL 
－  － Galloway et al., 

1987; 
U.S. NTP, 1991

in vivo 小核試験 ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾊﾑｽﾀｰ骨髄細胞 雌雄 
各 2 匹/群 
腹腔内投与 
溶媒: DMSO 
24 時間後 

62.5、125、250 
mg/kg 

雌: ＋8) 
雄: w＋9) 

Sala et al, 1982; 
Mavournin et 
al., 1990 
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 試験 試験材料 処理条件 物質組成 
用量 

結果 1) 
－ S9  ＋S9 文献 

  ﾏｳｽ骨髄細胞 
 
 

NMRI ﾏｳｽ 
強制経口投与

雌雄各 22 匹

経口投与 
24､48､72 時間
OECD TG474 
[GLP] 

1,000 mg/kg － Fraunhofer 
Institute, 1984 

  CD-1 マウス 
雌雄各 5 匹/性/群 

24､48､72 時間
OECD TG474
[GLP] 

175､350､700 
mg/kg 

－ BG Chemie, 
1994  

  SD ラット雄 強制経口投与
OECD TG475 
[GLP] 

0.0062､0.021､
0.062 mL/kg 

－ Stauffer 
Chemical, 1978b 

 眼色ｽﾎﾟｯ

ﾄﾃｽﾄ 
ｼｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｴ体細胞 
 

雌雄 
溶媒: 3%ｴﾀﾉｰ

ﾙ 

0 ､ 2.5 ､ 5 ､ 10 ､

20､40 mM 
－ Vogel & Nivard, 

1993 

 優性致死

試験 
ラット ND 0.5、1.5 mg/m3 ＋ Shepel'Skaya & 

Dyshinevich, 
1981  

ND: データなし 
1) －: 陰性、＋: 陽性、w＋: 弱い陽性、＋/－: 判定できず  
2) 10 μmol/plate で TA100 は 1.75 倍、TA1535 で 7.6 倍で、用量依存的増加であった (Nakamura et al., 1979)。
3)  6-TG: 6-チオグアニン 
4) 500 及び 1,600μg/mL で陽性の結果が一度だけ得られたが、再試験 (1,200-1,600μg/mL) では陰性であった

(Galloway, et al., 1987)。 
5) 姉妹染色分体交換の比率の軽度の増加。 
6) S9(＋) の 1,000μg/mL では試験していない。 
7) TPA: 12-O-テトラデカノイルフォルボール-13-アセテート 
8) 最高用量 (250 mg/kg) では陰性 
9) 最高用量 (250 mg/kg) のみで陽性 

 

 

表 8-8 りん酸トリス(2-クロロエチル) 遺伝毒性試験結果 (まとめ) 

ND: データなし、#: 大部分陰性であったが、一部に陽性とする報告もみられた。 

 

 

8.3.7 発がん性 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の実験動物に対する発がん性試験結果を 表 8-9、国際機関等

での発がん性評価を 表 8-10に示す。 

a. 経口投与 

 DNA 損傷性 突然変異性 染色体異常 その他 

バクテリア － －# ND ND 

カビ／酵母／植物 ND － ND ND 

昆虫 ND ND ND ND 

培養細胞 － － ＋、－ 形質転換試験; ＋、－

哺乳動物 (in vivo) ND ND ＋、－ ND 

ヒト ND ND ND ND 
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U.S. NTP で実施された FDA の GLP に準拠した雌雄の B6C3F1 マウス及び雌雄 F344/N ラット

を用いた 2 年間の強制経口投与による発がん性試験報告、ddY マウスを用いた混餌投与による

発がん性試験報告がある。 

8～9 週齢の雌雄の B6C3F1 マウス (60 匹/群) に 0、175、350 mg/kg/日のりん酸トリス(2-クロ

ロエチル) を 5 日/週で、各群 10 匹には 66 週間目まで、残りの 50 匹には 103 週間にわたって

強制経口投与した試験で、103 週間後の検査で雄に腎尿細管腺腫及び腺がんの合計が 175、350 

mg/kg/日群それぞれで 1/50 例、4/50 例観察されている。この発現頻度は背景データ (雄: 8/2,183 

(0.4%)) に比べ有意ではない。しかしながら、U.S. NTP は、腎尿細管上皮細胞の過形成の発生

頻度上昇 (雄: 1/50、0/50、3/50)(7.3.4 反復投与毒性参照)、腎尿細管腺腫及び腺がんの発生にわ

ずかではあるが上昇傾向があるとして、雄マウスのりん酸トリス(2-クロロエチル) 投与による

腎尿細管腫瘍の発現頻度の上昇については“疑わしい証拠 (equivocal evidence) がある”と結論

している。雌ではハーダー腺腺腫及び腺がんが 3/50 例、8/50 例、7/50 例で観察され、66 週目

の検査でも高用量群のみにハーダー腺腺腫及びがんが 3/10 例に観察されている。このことから、

NTP はハーダー腺腺腫及びがんの発生については“疑わしい証拠 (equivocal evidence) がある”

と結論している (U.S. NTP, 1991)。 

ddY マウスに 0、0.012、0.06、0.3、1.5% (0、12、60、300、1,500 mg/kg/日; IPCS 換算) の濃

度でりん酸トリス(2-クロロエチル) を 18 か月間混餌経口投与した試験で、1.5%群の雌雄で生

存率の低下がみられ、1.5%の雄で腎尿細管腺腫及び腎尿細管がんの発生頻度の有意な上昇が認

められた (雄: 2/50、0/49、2/49、5/47、41/50)。さらに、雄では 0.3%以上で肝臓における肝細胞

腺腫及び肝細胞がんの発現頻度の上昇 (雄: 4/50、5/49、7/49、12/47、19/50) がみられた。また

雌では 0.3%以上で白血病の発生頻度の有意な上昇 (雌: 1/49、3/49、6/50、9/49、9/50) と、僅か

ながらも前胃の乳頭腫及び扁平上皮がんがみられた (雌: 0/49、0/49、0/50、1/49、7/50) (高田ら, 

1989)。高田ら (1989) はこれらの結果から、りん酸トリス(2-クロロエチル) は 0.3%以上で雄で

は腎臓及び肝臓の腫瘍、雌では前胃の腫瘍及び白血病を発現させると結論している。 

 

8～10 週齢の雌雄の F344 ラット (60 匹/群) に 0、44、88 mg/kg/日のりん酸トリス(2-クロロ

エチル) を 5 日/週で、各群 9～10 例には 66 週間目まで、残りの 50 例には 103 週間にわたって

強制経口投与した試験では、103 週間後までに 88 mg/kg/日で雌雄共に生存率の低下がみられた。

雄では腎尿細管腺腫発生率の有意な増加 (雄: 1/50、5/50、24/50) が認められたことから、U.S. 

NTP ではりん酸トリス(2-クロロエチル) が腎尿細管に腫瘍を発生させる“明らかな証拠 (clear 

evidence) がある”と報告している。この他、雌雄で甲状腺ろ胞細胞腺腫及びがんの発現頻度の

軽度な上昇がみられており (雄: 1/50、2/48、5/50、雌: 0/50、3/50、4/50)、背景データ (雄: 51/2,106 

(2.4%, 0～10%)、雌: 34/2,107 (1.6%, 0～6%)) との比較においても発現頻度の上昇がみられる。し

かしながら、甲状腺ろ胞細胞腺腫の発生と関わりがあるとされる甲状腺ろ胞細胞の過形成は、

雌の対照群及び高用量群でそれぞれ 1 例観察されたのみであったことから、U.S. NTP では甲状

腺ろ胞細胞腺腫の発生に関するりん酸トリス(2-クロロエチル) 投与による影響は明らかでは

ないとしている。単核球性白血病の発生頻度についても上昇傾向がみられるが (雄: 5/50、14/50、

13/50、雌: 14/50、16/50、20/50)、いずれも背景データの範囲内 (雄: 371/2,149 (17.3%, 2～44%)、

雌: 422/2,150 (19.6%, 4～42%)) であることから、U.S. NTP は投与による影響ではないと考えて
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いる (U.S. NTP, 1991)。 

 

b. 経皮投与 

5 週齢の雌の ddY マウスの剪毛した皮膚にりん酸トリス(2-クロロエチル) を 5、50%の濃度

で 2 回/週で 18 か月週間経皮適用した試験で、腫瘍発生率の有意な増加はみられていない (高

田ら, 1991)。 

なお、雌 Swiss マウスにりん酸トリス(2-クロロエチル) 71 mg/匹の用量で単回経皮適用した後、

12-O-テトラデカノイルフォルボール-13-アセテート (TPA) 1 μg/動物を 2 日/週で 78 週間適用

した試験、及び、ジメチルベンズアントラセン (DMBA) 50μg/動物を単回経皮適用した後、り

ん酸トリス(2-クロロエチル) 21 mg/匹を 2 日/週で 78 週間適用した試験において、りん酸トリス

(2-クロロエチル) にはイニシエーション及びプロモーション活性はなく、完全な発がん性物質 

(complete carcinogen) ではないとする報告 (Sala, et al., 1982) があるが、IARC (1999) では溶媒

対照群を設置していないことから、評価対象とすることができないと判断している。 

 

以上の発がん性試験の結果から、B6C3F1 及び ddY マウスでは雄で腎尿細管腫瘍、肝細胞腫

瘍、雌でハーダー腺腺腫あるいは白血病がみられている。また、F344/N ラットでは、雄で腎尿

細管腫瘍がみられている。なお、IARC はグループ 3 (ヒトに対する発がん性については分類で

きない) と判定している (IARC, 2002)。 

 

表 8-9 りん酸トリス(2-クロロエチル) の発がん性試験結果 

動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

腫瘍性変化の発現頻度 
投与群 (用量 mg/kg/日) 

所見 性
0 175 350 

(a) 腎尿細管腺腫 雄 1/50 1/50 3/50 
(b) 腎尿細管腺がん 雄 0/50 0/50 1/50 
(a) ＋(b) 雄 1/50 1/50 4/50 
好酸性病巣 雄 0/50 3/50 8/50 
(c) 肝細胞腺腫 雄 20/50 18/50 28/50 
(d) 肝細胞がん 雄 10/50 10/50 10/50 
(c) ＋ (d) 雄 30/50 28/50 38/50 
ﾊｰﾀﾞｰ腺腺腫及び腺

がん 雌 3/50 8/50 7/50 

マウス 
B6C3F1 
雌雄各 

60 匹/群 
8-9 週齢 

強制経口

投与 
純度: 
98% 
媒体 :ｺｰﾝ
油 
容量:  
10 mL/kg 
 
[FDA 
GLP] 

103 週間、

5 日/週 
0、175、350 
mg/kg/日 

66 週目の 10 例にのみ実施した観察 
350 mg/kg/日:  

雄: 腎尿細管腫瘍 (2/10 例)、腎尿細管腺がん (1/10
例)  

雌: ハーダー腺腺腫及びがん (3/10 例) 

U.S. 
NTP, 
1991 

腫瘍性変化の発生頻度 
投与群 (混餌濃度 (%)) 

所見 性
0 0.012 0.06 0.3 1.5 

雄 0/50 0/49 0/49 2/47 
9/50 
** 

(a) 腎尿

細 管 腺

腫 雌 0/49 0/49 0/50 0/49 2/50 

マウス 
ddY 

雌雄各 
50 匹/群 

経口投与 
(混餌) 
純度: 
98% 

 
 

0、0.012、
0.06、0.3、
1.5% 
(0、12、60、
300、1,500 
mg/kg/ 日

相当; IPCS
換算) 

(b) 腎
尿細管

雄 2/50 0/49 2/49 3/47 
32/50 
** 

高田ら , 
1989 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

 がん 雌 0/49 0/49 0/50 0/49 1/50   
 

 

雄 2/50 0/49 2/49 5/47 
41/50 
** 

 

    

(a) ＋ 
(b) 

雌 0/49 0/49 0/50 0/49 3/50  
    

雄 3/50 4/49 3/49 
10/47
* 

16/50 
* 

 

    

(c) 肝細

胞腺腫 
雌 0/49 0/49 0/50 0/49 2/50  

    雄 1/50 1/49 4/49 2/47 3/50  
    

(d) 肝
細胞が

ん 雌 0/49 0/49 0/50 0/49 0/50  

    
雄 4/50 5/49 7/49 

12/47 
** 

19/50
** 

 

    

(c) ＋ 
(d) 

雌 0/49 0/49 0/50 0/49 2/50  
    前 胃 乳

頭 腫 及

び 扁 平

上 皮 が

ん 

雌 0/49 0/49 0/50 1/49 7/50* 

 

    雄 7/50 4/49 6/49 4/47 4/50  
    

白血病 
雌 1/49 3/49 6/50 9/49* 9/50*  

腫瘍性変化の発生率 
投与群 (mg/kg/日) 

所見 性
0 44 88 

雄 1/50 5/50 24/50** 
(a) 腎尿細管腺腫 

雌 0/50 2/50 5/50 
雄 1/50  0/50  1/50  (b) 腎尿細管腺が

ん 雌 ND ND ND 
雄 2/50 5/50 25/50** 

(a) ＋ (b) 
雌 0/50 2/50 5/50 

ラット 
F344/N 
雌雄 
各 60 匹/
群 
8-10 週

齢 

103 週間、

5 日/週 
0、44、88 
mg/kg 日 

雄 0/50 0/49 3/49 

U.S. 
NTP, 
1991 
 

   
脳の良性顆粒細胞

腫瘍 雌 0/50 2/50 0/50  
 

強制経口

投与 
純度: 
98% 
媒体:  
ｺｰﾝ油 
容量: 
5 mL/kg 
[FDA 
GLP] 

  雄 1/50 2/48 5/50  
    

甲状腺ろ胞腺腫及

びがん 雌 0/50 3/50 4/50  
    雄 5/50 14/50 13/50  
    

単核球性白血病 
雌 14/50 16/50 20/50  

経皮投与 
投与群 

所見 
対照群 5%群 50%群 

肺腺腫 12/49 5/49 15/50 

乳腺腺がん 9/49 7/49 10/50 

マウス 
ddY 
雌 
50 匹/群 
5 週齢 

背部皮膚

塗布 
純度: 
98% 
溶媒: ｴﾀﾉ
ｰﾙ 
適用面

積: 1×
1.5 cm 

18 か月、

週 2 回 
5、50%ｴﾀﾉ

ｰﾙ溶液 
適用量: 
0.025 mL 

白血病 
/悪性リンパ腫

7/49 13/49 5/50 

高田ら, 
1991 
 

マウス 
Swiss 
雌 

25 匹/群 
45 日齢 

経皮適用 
媒体:  
ｱｾﾄﾝ 
投与容量:
0.05 mL 

1 日間隔

で 3 回 
 
試験 8 日

目に適用

部位を切

除 

3 回の合計

適 用 量 と

して 
0 、 31.9 、

53.2、 74.5 
mg 

陽性対照として用いられたベンゾ(a)ピレンにおいて

は溶媒対照群に比べ、皮脂腺数の減少及び表皮過形

成の増加がみられたが、TCEP 投与群ではそれらの

影響は認められなかった。 

Sala et 
al., 1982

 

 所見 発生数 マウス 
Swiss 

腹部剪毛

皮膚へ経

78 週間、

2 回/週 TCEP  皮膚腫瘍 0/32 
Sala et 
al., 1982
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結    果 文献 

肺腺腫 12/32 
肝がん 1/32 

21 mg/匹 3)

子宮内膜肉腫 1/32 
皮膚腫瘍 0/32 
肺腺腫 6/32 
リンパ肉腫 1/32 
乳がん 1/32 
肝がん 1/32 
子宮血管腫 1/32 
子宮内膜肉腫 1/32 

DMBA 1) 
50μg/動物

を単回投

与 
溶媒: ｱｾﾄﾝ
＋ TCEP 
21 mg/匹 3)

血管周囲乳頭腫 1/32 
皮膚腫瘍 12/28 TPA: 1 

μg/匹 4) 肺腫瘍 5/28 
皮膚腫瘍 17/33 
肺腫瘍 7/33 

雌 
32-33 匹/

群 
60 日齢 

 

皮適用 媒体: ｱｾ
ﾄﾝ 
容量: 
0.05 mL 
 
ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ

試験: ｲﾆ
ｼｴｰﾀｰ投

与の 1 週

間後より 

TCEP 71 mg
を単回投

与 
＋ TPA 2) 
1μg/匹 4) 

肝がん 1/33 

 

ND: データなし 
1): DMBA ジメチルベンズアントラセン 
2): TPA 12-O-テトラデカノイルフォルボール-13-アセテート 
3): 合計投与量 3.2 g/動物 
4): 合計投与量 156 μg/動物 
*: P<0.05 
**: P<0.01 

 

 

表 8-10 りん酸トリス(2-クロロエチル) の国際機関等での発がん性評価 

機関 / 出典 分類 分類基準 
IARC (2002) ｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 ヒトに対する発がん性については分類できない。 
ACGIH (2001) － 2002 年現在発がん性について評価されていない。 
日本産業衛生学会 
(2002) 

－ 2002 年現在発がん性について評価されていない。 

U.S. EPA (2002) － 2002 年現在発がん性について評価されていない。 
U.S. NTP (2002) － 2002 年現在発がん性について評価されていない。 

 

 

8.4 ヒト健康への影響 (まとめ) 

ラット及びマウスに放射標識したりん酸トリス(2-クロロエチル) を経口投与した場合、2 時

間で血液から放射能が検出されることから、胃腸管から吸収されることが示されており、肝臓、

腎臓などの器官に加え、脳へも分布するが、いずれの器官にも同等に分布した。吸収されたり

ん酸トリス(2-クロロエチル) は一部が胆汁排泄されて腸肝循環することが示されており、75%

以上が 24 時間以内に主に尿中へと排泄される。ラット及びマウスの尿中代謝物として、りん酸

ビス(2-クロロエチル)カルボキシメチル、りん酸ビス(2-クロロエチル)-2-ヒドロキシエチルグル

クロン酸抱合体及びりん酸ビス水素(2-クロロエチル) が同定されている。排泄に関して、りん

酸トリス(2-クロロエチル) 単回投与後 8 時間以内の尿への排泄速度にマウス、ラット間の種差 

(マウス: 約 75%; ラット: 約 40%) が認められたものの、単回投与後 24 時間以内あるいは反復
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投与におけるりん酸トリス(2-クロロエチル) の放射活性の尿中排泄量に種差は認められてい

ない。一方、ヒト及びラットの血液サンプルとりん酸トリス(2-クロロエチル) を培養した in 

vitro 試験におけるりん酸トリス(2-クロロエチル) 代謝物の比較で、2-クロロエタノール及びり

ん酸水素ビス(2-クロロエチル) (BCHP) がラットの血液サンプルからは認められているが、ヒ

トの血液サンプルからは認められていない。この理由は、ラットに存在するりん酸トリス(2-

クロロエチル) の代謝に関与する加水分解酵素のひとつである B-エステラーゼがヒトには存在

しないことによる種差と考えられている。また、雌雄ラット及び男女ヒトの肝ミクロソームサ

ンプルとの培養による in vitro 試験結果からはりん酸トリス(2-クロロエチル) の代謝経路には

性差があり、雌ラットに比べ雄ラットの代謝速度が約 1.7 倍で速いことが示されている。なお、

雌雄マウス及びラットにおいて、雌ラットにのみりん酸トリス(2-クロロエチル) 投与によるコ

リンエステラーゼ活性の抑制がある。 

りん酸トリス(2-クロロエチル) のヒトの疫学調査及び事例などは報告されていない。 

急性毒性として、ラットに対する経口投与下での LD50 は 430～1,410 mg/kg で、急性毒性症状

として、振戦、立毛、流涎、円背姿勢、異常歩行、嗜眠、けいれん、四肢の不全麻痺など、多

くの神経症状を生じる。特に雌ラットでは強く、けいれんなどの神経毒性を示すが、これは雌

ラットのみに認められるコリンエステラーゼ活性の抑制によるアセチルコリンの蓄積によるも

のと考えられる。 

皮膚刺激性及び眼刺激性はなく、感作性を示す報告はない。 

経口反復投与毒性において肝臓重量の増加、腎臓重量の減少あるいは増加、腎尿細管上皮細

胞の巨核化、精巣及び精巣上体重量の減少、雌ラットでのコリンエステラーゼ活性の抑制、海

馬等におけるニューロン壊死等の脳の病変が認められている。また、雌ラットにのみ運動失調、

けいれん等の臨床症状がみられており、これは雌ラットでのみ認められるコリンエステラーゼ

活性の抑制または雌ラットで顕著に見られたニューロン壊死等の脳の病変との関連性が示唆さ

れている。肝重量の変化については、投与されたりん酸トリス(2-クロロエチル) の一部が腸肝

循環されることが示されていることから、りん酸トリス(2-クロロエチル) に対する適応性変化

によるものと考えられた。腎臓への影響については、腎尿細管上皮細胞の巨核化及び過形成が

認められていることから進行性の変化が起こっているものと考えられた。なお、反復経口投与

毒性における NOAEL は、ラットを用いた 16～18 週間の反復強制経口毒性試験結果の肝臓及び

腎臓の絶対及び相対重量の増加を指標とした 22 mg/kg/日と推定される。なお、肝臓及び腎臓の

重量変化はマウスでは 175 mg/kg/日以上でみられるのに対し、ラットでは 44 mg/kg/日以上から

であった。このことは、マウス及びラットでりん酸トリス(2-クロロエチル) の毒性に対する感

受性の違いを示すもので、生体内動態に基づくものであると考えられる。なお、りん酸トリス

(2-クロロエチル) が有機リン系化合物であることから遅発性神経毒性を示す可能性が考えら

れるが、ニワトリを用いた試験において、遅発性神経毒性は認められていない。 

生殖毒性として、マウスの連続交配試験が報告されており、700 mg/kg/日で F0 世代の雄の精

子検査で精子濃度及び運動性の低下、異常精子率の増加が認められ、F0 世代の雄の繁殖能が顕

著に低下している。発生毒性については妊娠 7～15 日のラットに 200 mg/kg/日までの用量で母

動物に影響は認められるものの、胎児及び出生児に異常は認められていない。 

遺伝毒性に関しては、in vitroでは姉妹染色分体交換試験で、陽性が報告されているが、弱い陽
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性及び再現性の得られていない報告であり、復帰突然変異試験、遺伝子突然変異試験、umuテ

スト、マウスリンフォーマ試験、染色体異常試験及び不定期DNA合成試験ではいずれも陰性で

あった。in vivoのマウスでの小核試験においては陰性であったが、チャイニーズハムスターを

用いた小核試験及びラットの吸入暴露による優性致死試験では陽性であった。さらに、遺伝毒

性ではないものの複数の形質転換試験では陽性であった。 

発がん性に関しては、米国国家毒性プログラムで実施された雌雄 B6C3F1 マウス及び雌雄

F344/N ラットの 2 年間の強制経口投与による報告及び雌雄 ddY マウスに 18 か月間混餌投与し

た報告があり、B6C3F1 雄マウス及び F344/N ラットで腎尿細管腺腫及び腺がんが、ddY 雄マウ

スで腎尿細管腺腫及び尿細管がんが認められている。これらの発生頻度は B6C3F1 雄マウスで

は背景データに比べ有意ではないが腎尿細管上皮細胞の過形成の発生頻度の上昇及び腎尿細管

上皮細胞の巨核化がみられている。ddY 雄マウス及び F344/N ラットでは最高投与量群 (ddY 雄

マウス; 1,500 mg/kg/日、F344/N ラット; 88 mg/kg/日) でのみ有意差がみられている。また、雄

マウス (B6C3F1 及び ddY) では 300 mg/kg/日群以上で肝細胞腫瘍の発生頻度の有意な増加、、雌

B6C3F1 マウスでは 175mg/kg/日以上でハーダー腺腺腫の発生頻度のわずかな増加が認められて

いる。 

これらの結果から、動物実験において、りん酸トリス(2-クロロエチル) が腎臓及び肝臓に腫

瘍を発生させる発がん性物質であることが示唆されている。なお、IARC では、りん酸トリス(2-

クロロエチル) はヒト発がん性に関するデータがなく、動物で限られた証拠しか得られないと

してグループ 3 (ヒトに対する発がん性については分類できない) に分類している。 

 

 

9．リスク評価 

9.1 環境中の生物に対するリスク評価 

環境中の生物に対するリスク評価は、水生生物を対象とし、その影響を 3 つの栄養段階 (藻

類、甲殻類、魚類) で代表させる。リスク評価は、無影響濃度等 (NOEC、LC、EC) を推定環

境濃度 (EEC) で除した値である暴露マージン (MOE) と、無影響濃度等として採用した試験デ

ータに関する不確実係数積を比較することにより行う。 

 

9.1.1 リスク評価に用いる推定環境濃度 

本評価書では、環境省の 2002 年度における水環境関係要調査項目の測定結果の調査年度が新

しく、測定地点数も多いことから、この調査の河川の利水目的類型 AA～C 基準点におけるり

ん酸トリス(2-クロロエチル) の測定値から算出した 95 パーセンタイル 0.092μg/L を、りん酸

トリス(2-クロロエチル) の EEC として用いた (6.2 参照)。 

 

9.1.2 リスク評価に用いる無影響濃度 

リスク評価に用いるりん酸トリス(2-クロロエチル) の水生生物に対する無影響濃度等を 表 

9-1 に示す。3 つの栄養段階 (藻類、甲殻類、魚類) のうち、藻類及び甲殻類については長期毒

性試験結果 (環境庁, 1997b,e)、魚類については急性毒性試験結果 (Yoshioka, 1993) を用いた (7.

参照)。 
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これらの結果から、りん酸トリス(2-クロロエチル) の環境中の水生生物に対するリスク評価

に用いる無影響濃度として、最も低濃度から影響のみられた甲殻類であるオオミジンコの繁殖

を指標とした 21 日間 NOEC の 10.0 mg/L (環境庁, 1997b) を採用した (表 7-3 参照)。 

 

表 9-1 りん酸トリス(2-クロロエチル)の水生生物に対する無影響濃度等 
生物レベル 生物種 エンドポイント 濃度 (mg/L) 文献 

藻類 
Selenastrum 
capricornutum1) 
(ｾﾚﾅｽﾄﾗﾑ) 

72 時間 NOEC 
生長阻害 
(ﾊﾞｲｵﾏｽ) 

72 環境庁, 1997e 

甲殻類 
Daphnia magna 
(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

21 日間 NOEC 
繁殖 

10.0 環境庁, 1997b 

魚類 
Oryzias latipes  
(ﾒﾀﾞｶ) 

96 時間 LC50 170 Yoshioka, 1993 

太字はリスク評価に用いたデータを示す。 
1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata 

 
 

9.1.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

 りん酸トリス(2-クロロエチル) の環境中の水生生物に対する MOE を、甲殻類の繁殖を指標

とした 21 日間 NOEC の 10.0 mg/L と EEC 0.092μg/L を用いて、以下のように算出した。また、

3 つの栄養段階からそれぞれ採用した毒性試験データに関する不確実係数積を求めた。 

 

   MOE＝NOEC / EEC 

     ＝10,000 (μg/L) / 0.092 (μg/L) 

＝110,000 

不確実係数: 室内試験の結果から野外での影響を評価するための不確実係数 (10) 

2 つの栄養段階から 3 つの栄養段階を評価するための不確実係数 (5) 

不確実係数積: 50 

 

9.1.4 環境中の生物に対するリスク評価結果 

表 9-2 に示すように、MOE 110,000 は不確実係数積 50 より大きく、りん酸トリス(2-クロロエ

チル) は現時点では環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはないと判断する。 

 
表 9-2 りん酸トリス(2-クロロエチル)の環境中の生物に対するリスク評価結果 

EEC 
(μg/L) 

NOEC 
(mg/L)

MOE 不確実係数積 

河川水中濃度 
 (AA-C 類型) 

0.092 10 110,000 501) 

     1) 室内試験(10)×2 生物種の長期毒性試験 (5) 

 

 

9.2 ヒト健康に対するリスク評価 

りん酸トリス(2-クロロエチル) のヒトにおける定量的な健康影響データは得られていない

ため、ヒト健康に対するリスク評価には動物試験データを用いることとする (8.参照)。リスク
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評価は、実験動物に対する無毒性量等 (NOAEL、LOAEL) を推定摂取量で除した値である MOE

と、評価に用いた毒性試験データに関する不確実係数積を比較することにより行う。 

 

9.2.1 リスク評価に用いるヒトの推定摂取量 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、主に大気、飲料水及び食物を通じてヒトに摂取されると

推定され、それぞれの経路からの 1 日推定摂取量を 表 9-3 に示す (6.4 参照)。 

吸入、経口及び全経路のヒト成人の体重 1 kg あたりの 1 日推定摂取量 0.22、0.11、0.33μg/kg/

日をヒト健康に対するリスク評価に用いた。 

 

表 9-3 りん酸トリス(2-クロロエチル)の1日推定摂取量 

摂取経路 摂取量推定に用いた濃度 
1 日推定摂取量

(μg/人/日) 

体重 1 kg あたり 
1 日推定摂取量 

(μg/kg/日) 
吸入 大気 室内空気 11 0.22 

飲料水 地下水 0.52 
経口 

食物  食事中濃度 (検出限界の 1/2) 5.0 
0.11 

全経路  (合計) 17 0.33 

 

 

9.2.2 リスク評価に用いる無毒性量 

りん酸トリス(2-クロロエチル) の反復投与毒性に関しては、経口投与経路において肝臓、腎

臓、精巣、脳等に影響がみられている。 

吸入経路では、ヒト健康への影響のリスク評価に必要な動物試験の報告は得られなかった。 

経口経路では、ラットを用いた 16 週間の反復強制経口毒性試験結果の肝臓及び腎臓の絶対及

び相対重量の増加を指標としたNOAEL 22 mg/kg/日 (U.S. NTP, 1991) を採用した。この値は 5

日/週の投与頻度で得られた値であるので、1 日推定経口摂取量に換算すると、16 mg/kg/日 1)と

なった。 

遺伝毒性については、in vitroでは姉妹染色分体交換試験で、陽性が報告されているが、弱い陽

性及び再現性の得られていない報告であり、復帰突然変異試験等のその他のいくつかの試験で

はいずれも陰性であった。in vivoのマウスでの小核試験においては陰性であったが、チャイニ

ーズハムスターを用いた小核試験及びラットの優性致死試験では陽性であった。さらに、遺伝

毒性ではないものの複数の形質転換試験では陽性であった。しかし、現時点で、これらのデー

タのみで遺伝毒性の有無は明確に判断できない。 

また、発がん性については、動物実験においてりん酸トリス(2-クロロエチル) が腎臓及び肝

臓に腫瘍を発生させる発がん性物質である可能性が示唆されている。また、IARC では、りん

酸トリス(2-クロロエチル) はヒト発がん性に関するデータがなく、動物で限られた証拠しか得

られないとしてグループ 3 (ヒトに対する発がん性については分類できない) に分類している。 

 

なお、IPCS、オーストラリア保健・高齢者担当省及び我が国の環境省では、経口経路では本

                                                        
1) NOAEL の換算値＝22 (mg/kg/日)×5 (日) / 7 (日) 

＝16 (mg/kg/日) 
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評価書と同じ試験結果 (U.S. NTP, 1991) を採用しているが、いずれの機関も吸入経路について

は評価していない。 

 

9.2.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

りん酸トリス(2-クロロエチル) は、ヒトに対して主に吸入と経口の暴露経路からの摂取が推

定されるが、吸入経路で評価できる試験データが得られなかったため、経口投与試験から得ら

れた NOAEL を用いて、経口経路の摂取量ならびに両経路の合計摂取量に対する MOE を算出

した。また、採用した毒性試験データに関する不確実係数積を求めた。 

 

a. 反復投与毒性に対する暴露マージンと不確実係数積 

a-1 経口経路 

ラットを用いた 16週間の反復強制経口投与試験の NOAEL 22 mg/kg/日 (換算値: 16 mg/kg/日) 

を用いて、以下のように算出した。 

 MOE＝NOAEL の換算値 / ヒト体重 1 kg あたりの 1 日推定経口摂取量 

     ＝16,000 (μg/kg/日) / 0.11 (μg/kg/日) 

       ＝150,000 

 不確実係数: 動物とヒトの種差についての不確実係数 (10) 

    個人差についての不確実係数 (10) 

 試験期間についての不確実係数 (5) 

 不確実係数積: 500 

 

a-2. 吸入と経口経路の合計 

吸入暴露で評価できる試験データが得られなかったため、経口経路の NOAEL 22 mg/kg/日 

(換算値: 16 mg/kg/日) を用いて、以下のように算出した。 

 MOE＝NOAEL の換算値 / ヒト体重 1 kg あたりの 1 日合計推定摂取量 

       ＝16,000 (μg/kg/日) / 0.33 (μg/kg/日) 

       ＝48,000 

この場合、不確実係数積は、経口経路での 500 とした。 

 

9.2.4 ヒト健康に対するリスク評価結果 

りん酸トリス(2-クロロエチル) のヒト健康に対するリスク評価結果を 表 9-4に示す。経口経

路及び全経路に対するMOEはそれぞれ 150,000 及び 48,000 であり、いずれもヒト健康に対する

評価に用いた毒性試験データに関する不確実係数積 500 より大きく、現時点ではヒト健康に悪

影響を及ぼすことはないと判断する。 



 47

 

表 9-4 りん酸トリス(2-クロロエチル)のヒト健康に対するリスク評価結果 

摂取経路 
体重 1 kg あたりの

1 日推定摂取量 
(μg/kg/日) 

NOAEL 
(mg/kg/日) 

MOE 不確実係数積 

吸入 0.22 －1) －2) －2) 

経口 0.11 163) 150,000 5005) 
全経路 
(合計) 

0.33 164) 48,000 5005) 

1) 調査した範囲では影響を適切に評価できる試験は得られていない。 
2) 算出せず 
3) NOAEL の換算値＝22 (mg/kg/日) ×5 (日) / 7 (日)＝16 (mg/kg/日) 
4) 経口投与試験における NOAEL の換算値を用いた。 
5) 種差 (10) ×個人差 (10) ×試験期間 (5) 

 

 

9.3 まとめ 

現時点で、りん酸トリス(2-クロロエチル) は、環境中の水生生物及びヒト健康 (経口経路、

全経路) に対し悪影響を及ぼすことはないと判断する。 

なお、りん酸トリス(2-クロロエチル) の主な暴露経路は吸入経路であり、大気及び室内空気

の測定においても高い頻度で検出されている。しかし、吸入経路での毒性試験データが得られ

ず、吸入経路における MOE の算出ができなかったことから、吸入暴露での毒性試験の実施が

望まれる。 
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